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千代田区行政評価委員会 地域振興分科会（第１回）議事録 

日 時：平成29年６月26日（月）午後１時30分～５時26分 

場 所：千代田区役所６階 特別会議室 

出 席 者：（学識委員）谷本委員、武藤委員、出雲委員 

     （委員：説明者）松本委員、保科委員 

     （委員：評価者）小川委員、大森委員、坂田委員 

     （委員：事務局）亀割委員、湯浅委員 

配付資料：資料１  地域振興分科会 委員名簿 

     資料２  地域振興分科会 日程 

     資料３  二次評価の評価方法について 

 

１ 開会 

 

発言者 発言内容 

湯浅委員  お時間となりましたので、始めさせていただきたいと思います。 

 本日はご多用の中ご臨席くださいまして、ありがとうございます。た

だいまから第１回地域振興分科会を開会させていただきます。 

 まずはお手元の資料を確認させていただきます。次第が一番上にクリ

ップ止めですけれども、こちらの資料の確認をさせていただきます。 

 まず一番上が次第でございます。 

 続いて２枚目をおめくりください。資料１、地域振興分科会委員名簿

でございます。続きまして３枚目が資料２、地域振興分科会の日程表で

ございます。それから、４枚目が資料３、二次評価の評価方法につい

て。それからもう一つ、こちら参考の資料となっております、「施策の

目標４」と書いてある、コピーしたカラー刷りのもの両面でございま

す。こちらと、もう一つ、「施策の目標 事前質問表」と書いてある、

施策の目標が書いてあるものが６枚ございます。よろしいでしょうか。 

 では、本分科会ですが、原則公開となっております。本日の皆様のご

意見などは、議事録としてホームページで公開させていただきます。ま

た、参考資料の取り扱いが必要な場合は、適宜、会の中でお諮りさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

 本日は、先ほどの資料で確認させていただきました事前質問の資料、

資料番号が振っていないものですね。先ほどの６枚ホチキス止めのも

の、それからカラー刷りで両面の印刷したもの、こちらの回答の補足資

料でございます。こちら参考配付とさせていただきますが、よろしいで

しょうか。 

 （「はい」の声あり） 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 なお、本分科会ですが、委員長が谷本委員を分科会長に指名されてお

ります。まずは一言ご挨拶をいただければと存じます。 
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 分科会長、よろしくお願いいたします。 

谷本分科会長  はい。分科会長を仰せつかりました谷本です。よろしくお願いいたし

ます。 

 以前の外部評価のときから関わらせていただいているんですけれど

も、今回、何分にも手探りでということなので、十分行き届かないとこ

ろもあろうかと思いますけれども、以前、委員でご一緒しました武藤委

員それから出雲委員とお二方おいでになりますので、お二方のお力もお

借りしながら進めていきたいというふうに思います。よろしくお願いい

たします。 

湯浅委員  ありがとうございました。 

 申し遅れましたが、私、本日、司会進行を務めさせていただきます、

千代田区政策経営部政策担当課長の湯浅でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

２ 分科会の進め方について 

 

湯浅委員  それでは、ここで分科会の進め方につきまして再確認をさせていただ

きます。お手元の資料３をご確認ください。 

 こちら行政評価委員会の全体会でお配りさせていただいた資料を、も

う一度こちらお渡しさせていただいたものでございます。 

 評価方法につきましては、もう既に皆様ご採点いただいておりますの

で、こちらについては割愛をさせていただきます。 

 裏面をご確認ください。判定基準につきましては、皆様からいただき

ました採点表をもとに、ホワイトボードを、右前方でございますけれど

も、あちらに記載させていただいております。評価基準については、こ

ちらの表のとおりとなっております。 

 本日の分科会の評価の流れですが、まずは所管部による一次評価の説

明を５分程度。それから、質疑応答が５分程度。それから次に、各委員

による評価報告が10分程度。最後、各評価を踏まえた議論とまとめ、こ

ちらが分科会としての評価となり、こちらが10分程度。１施策につきま

して、およそ30分程度で進めさせていただきたいと思っております。 

 なお、既に採点いただいておりますが、こちらの採点表につきまして

は、評価をされた上で、質疑などを踏まえて途中で変えるということは

可能でございます。本日決まりました分科会での評価につきましては、

第２回の全体会の中で確定させていただきたいと思っております。 

 確認は以上となりますが、皆様よろしいでしょうか。 

 （「はい」の声あり） 

湯浅委員  では、早速施策の評価に入らせていただきます。 

 なお、本日の分科会ですが、これまでの分科会の中で最大数の６施策

の目標の評価を行いますので、皆様どうぞご協力のほどよろしくお願い
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いたします。 

 

３ 施策評価 

 （１）施策の目標４ 

 

湯浅委員   まずは施策の目標４につきまして、事前評価に関わるご質問を各委

員よりいただいておりますので、所管部長である地域振興部長のほうか

ら、まずは、先ほどの資料に基づきましてご説明をお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

松本委員  はい。地域振興部長の松本です。よろしくお願いいたします。 

 この施策の目標の４について、指標に関するご質問を事前にいただき

ました。この施策につきましては指標を３点定めておりますが、それの

うちの一番下の「安全・安心なまちと思う人の割合」という指標で、平

成28年度の世論調査によりまして65％という結果が出ましたが、これが

意外に低いと思うがどのようなことが要因かということ、また、最終的

に平成36年度では75％という目標値を設定しておりまして、あと10％高

めるのがかなり高い目標であると思うが、基本的には防犯カメラの設置

と客引き防止対策という施策で高めていこうと考えているのかというよ

うなご質問でございます。これにお答えする上で、どういう指標かとい

うのをご理解いただくために、このカラーコピーの資料を付けさせてい

ただきました。 

 ご覧いただいてわかるように、ご自宅周辺の生活環境についてという

ことで、13項目について質問しているうちの（10）番が「安全・安心な

まち」というこれ、設問でございまして、これについて回答者は「良

い」「やや良い」「普通」「やや悪い」「悪い」の５段階で答えるとい

うことで、この指標についてはこの５段階のうちの「良い」と「やや良

い」を合計したものが何％かということになってございます。この13あ

る項目の中では断トツで一番評価が高いのが「交通の便」ということ

で、これは「良い」「やや良い」が合計すると97％ぐらいあるというこ

とで圧倒的なんですけれども、それに次いで「安全・安心なまちと感じ

るかどうか」というのは、２番目に「良い」というのが多い項目になっ

ているということでございます。 

 それで、ちょっと裏面をご覧いただくと、そんなに変わりないのです

けれども、一番上の全体のところでちょっと鉛筆で加筆させていただき

ましたが、この指標はこの左側の「良い」と「やや良い」を足した

64.9％なんですが、それに「普通」というのを足しますと、実は93.2％

ということです。交通の便とかというのはある程度客観的に便がいい悪

いというのは判断できると思うんですが、この安全・安心が「普通」か

「やや良いか」というのはかなり感覚的なもので、非常に微妙なところ

なんですが、ただ「普通」まで入れればこれぐらいだということなん
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で、これを最終的に「良い」と「やや良い」を75％に持っていくために

は、もちろん「悪い」とか「やや悪い」と思っている方を減らしていく

ということは重要なことですが、ただそれだけでは、あと６％ぐらいし

か上がっていかないんで、75％にするためには、今「普通」と思ってい

る人を「やや良い」とか「良い」に変えていかないと75％は達成できな

いと、こういう構図、構造の指標であるということをご理解いただきた

いと思います。 

 それで、まず「悪い」や「やや悪い」を減らすということでは、やは

りお住まいの近くに盛り場などがある方については、やはり客引き防止

対策というのは一定の効果があると思いますので、それを今後徹底的に

進めていくことによって、そういう周辺にお住まいの方の感覚は非常に

良くなってくるかなと思っております。 

 また、「普通」と思っている方を「やや良い」に変えていくために

は、これはご指摘のあった防犯カメラの設置も含めまして、やはり区内

全域でいろんな事件や事故が減っていくと。そういう幅広い取組みをし

ないと、この普通だと思っている人を良いほうに動かしていくのは難し

いかなと思っておりますので、やはりそういう形で、今後、事件・事故

の少ない千代田区というようなことで取り組んでいきたいと思っている

ところでございます。 

 質問へのご回答は以上でございます。 

湯浅委員  続きまして、関連部長の環境まちづくり部長のほうから何か補足のご

説明は…… 

保科委員  特にございません。結構です。 

湯浅委員  よろしいですか。 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、またそのほかの事項につ

きまして、ご質問がございましたらお願いします。 

谷本分科会長  じゃあ、先によろしいですか。すみません。 

湯浅委員  谷本委員、どうぞ。 

谷本分科会長  ここは委員でということなので、先に質問させていただきます。 

 今のお話ではなくて、評価シートの中に路上喫煙の過料の適用件数が

増加していますというお話があって、もう、これ長く積み重ねてきてい

らっしゃる実績があるので、調べていらっしゃればということでご確認

をしたいんですが、過料を適用された方たちの属性だったりとか、例え

ば来街者が多いとか、年齢層がどうだとかというのは、これまで調べら

れたことってございますか。 

松本委員  すみません。ちょっと、私、その資料を持っていないので。 

小川委員  まず来街者が区内かということで言えば、区内、要は書かれた住所で

見るわけなんですけど、書いてないのがかなりあるんですね。だけど

も、明らかに区民というふうにわかるのは、もう数％、10％を超えたこ

とはありません。５％以内ぐらいだと。 



- 5 - 

谷本分科会長  そうですよね。やっぱり、外からいらっしゃっている方たちが多い。 

小川委員  あと圧倒的に男性が多いということと、年齢層は本当に満遍なくあり

ますね。 

谷本分科会長  満遍なく。学生はこの取組みをすごく評価していたのがすごく印象的

で…… 

松本委員  そうですか。なるほど。 

谷本分科会長  学生層がやっぱりこういう喫煙ということに対して、すごく、こう、

マナーをちゃんと守ってほしいということで関心があるんだなというの

が見えたので、やはりこうやって千代田区が取り組んでいらっしゃると

いうことは、やっぱり評価すべきことなんだなと改めて思ったものです

から。ありがとうございます。 

湯浅委員  武藤委員。 

武藤委員  関連してなんですが、取り締まっている場所が要望の高いところと書

いていますので、これをやっていくと、千代田区ですから、来街者は日

本全国から来ますので、3,000件までおろすのも難しいのではないかと

思うんです。普通のまちなかはですね、例えば外濠公園なんかでたばこ

を吸っている人いますけれども、もうほとんど喫煙所で吸っています

し、どういうところを巡回するかで大分数字が違ってくるんじゃないか

なと思うんですけどね。 

松本委員  ええ。まさにご指摘のとおりでして、多分区内を均等に回ったらこん

なに件数が増えないと思いますけれども、やはり路上の喫煙者が多い、

一番多いのは、やはり秋葉原ですけれども…… 

武藤委員  そうですね。 

松本委員  そこを重点的に回ったり、あるいはいろんな住民の方から苦情が寄せ

られている、例えばたばこ屋の店先の灰皿が路上に置いてあるようなと

ころ、そういうところは定期的に確実に見て回るだとか、やっぱりどう

してもそういう喫煙者がいそうなところを重点的に回っているというこ

とで、この数字になっているということです。 

武藤委員  そうですね。だから、ここはちょっと初期値よりも高くなっているけ

れども、私の評価はちょっと高いですからね。 

松本委員  ええ。 

湯浅委員  ありがとうございます。 

 出雲委員、何かありますか、よろしいですか。 

出雲委員  事前質問させていただいたんですけど、以前もこの喫煙の事業の評価

に関わったことが…… 

武藤委員  ありますよね。 

出雲委員  そのときには、客引きは入っていなかったような気がしますが、新し

い部分の実績については…… 

松本委員  そうですね、まだ最近ですね。はい。 

出雲委員  ですから、指標には新たな取組である客引きが影響するかと思ったん
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です。ただ、客引き対策は、目に見えて減ったというような何か効果が

得られやすいとかと聞くことがあるんですけど、千代田区では始まった

ばかりなので、「安心・安全なまちと思う人の割合」を10％減らすほど

の効果があるだろうかと疑問があったんです。 

松本委員  現在は、具体的には神田駅の周辺と秋葉原の周辺の２カ所で客引きの

防止の対策をしています。そういう意味では、まず地域的にも今のとこ

ろはまだ限定した地域だけだということです。 

 それと、ずっと何時間も連続してパトロールをやれないので、回って

いったときには一時的には客引きがいなくなるんですけども、やはり通

り過ぎて、またしばらくするとまた雨後のタケノコのようにまた出てき

て、そういうことの繰り返しみたいなところがあるんですけれども、た

だ、やはりやらないよりは間違いなくやったほうが客引きはいなくなり

ますので、これは粘り強くやっていく必要があるかなというふうに思っ

ています。 

出雲委員  どういった観点で効果を評価されるんですか。 

松本委員  いろいろなやり方はあろうかと思いますけども、直接…… 

出雲委員  注意をした件数というようなのがあるのでしょうか。 

松本委員  そうですね。ただ、直接的には目視か何かで誰かが隠れて見ていて、

客引きが何人いるとかというのが、少し、効果という意味ではそういう

ことになるんでしょうし、最終的なアウトカムとしては、こういう指標

がだんだんいいほうに移ってくるというのが、周辺にお住まいの方な

り、あるいは住んでいなくても、その周辺を通る通行人の方なんかの感

覚が大分、客引きが少なくなってくれば良くなってくるという、そうい

うふうなところですかね。 

坂田委員  確かに秋葉原昭和通り口のほうも相当だったんですけど、そこをパト

ロールということで警備員を含めてやって、もう激減したというのは確

かです。 

武藤委員  そうなんですか。 

坂田委員  そうなんですよ。もちろん部長が言われるように、それが慣れてくれ

ば、その時間帯を避けながらというのもあるんでしょうけど、それにし

ても相当不自由ですから、やっている側も。だから、効果は相当高いな

という話は聞きます。それはまちの人も一緒に回ったりしていますの

で、そういう印象だと。 

 現実に何人いたのがどのぐらい減ったのかというカウントはしないん

でしょうけども、印象としてと。あと、不安――要するにあそこを通っ

ている人たちがみんな呼び止められちゃうわけですね。そういう不安感

みたいなものが随分なくなったという話を聞きます。 

谷本分科会長  関連して、近隣住民の方はそういう意味では安心というか、少しほっ

とされた部分というのははかれるかと思うんですが、実際には来街とい

うか、そこに立ち寄られるサラリーマンの方たちとかというところの安
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心感というか、ここなら安心して飲めるぞというまちなのかというよう

なところは、測られたりはしているんですか。そういう指標というか。 

松本委員  今のところはそういう人向けの何かアンケート調査みたいなのはして

ないですね。 

谷本分科会長  長期的に見ると、もちろん地元の方の安心感というのも大事ですけれ

ども、一方でこれからオリンピックに向けて、大分海外からの人がお越

しになりますので…… 

松本委員  そうですよね。 

谷本分科会長  その辺りも秋葉原なら安心して飲めるよとか、神田なら安心して遊べ

るよというようなところのまちだと、より観光の面でもいいのかななん

て思いますけれども。 

坂田委員  そうですね。なるほど。 

湯浅委員  よろしいでしょうか。はい。 

 それでは、評価いただきました委員の皆様よりお一人２分程度でご報

告をお願いできたらと思います。あちらのホワイトボードに、採点いた

だいたポイントにつきましては記載してございますので、そちらをご参

照いただきながら、ご意見を含めて、谷本委員から順番にお願いしてよ

ろしいでしょうか。 

谷本分科会長  はい。まず申し上げます。主な取組み４、指標が３、今後の方針３と

いうことで、合計は書いていただいているような形です。 

 主な取組みのほうは、もう既にこれまでいろんな取組みをされてき

て、実績にも一定程度貢献をされているというようなところが見えてい

ますので、一応４という形で書きました。 

 ただ、それに対して指標の設定が、例えば路上喫煙ですと過料の適用

件数、さっき何でという分析を伺ったのは、適用件数を目標数値にして

いくと、これからどんどんどんどん来場者が増えてくるんで、ここでや

はりこの数値を幾ら下げても、やっぱり一定程度超えちゃう部分はやむ

を得ないのかなというふうに思いながら、そういう意味では、施策の取

組みの効果をはかるという点では、こういった件数じゃない形の設定の

ほうがいいのかなというふうに思うところもありまして、分析をした結

果、来場者の方たちにどういう効果的なアピールができるかとか、とい

うようなところで取り組んでいただけたらなという思いもあって入れて

あります。 

 安全・安心なまちというところも、住民の方たちだけじゃなくて、や

はり来街者の方たち、来場者の方たちの数字がちょっと見えづらいとこ

ろがありましたので３です。 

 最後の今後の方針についても３にしていますのは、コメントで申しま

したように、外国人の方たちもこれから増えていらっしゃるでしょう

し、この成果と課題のところにも周知について方法を検討していく必要

があるというようなことを書かれておられるので、ここがもうちょっと
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具体的に、一次評価の所管部長さんの評価のところも、政策経営部長さ

んの評価も、具体的な取組みとして記載がなかったので、工夫していた

だく必要があるかなと思いまして、３でつけさせていただきました。 

 以上です。 

湯浅委員  はい。 

武藤委員  私は以前から、千代田区が始めたこの路上喫煙禁止というのは日本全

国に広まっていって、やっぱりここは千代田区が走り続けなくちゃいけ

ないと思っていまして、主な取組みも、先ほど客引き対策が新たに始ま

ったこととか、それから、指標も、よく読むと、初期値よりも高まって

いるけれども、先ほどのように要望の多い地域を巡回しているとか、

５、４、４で何点でしたっけね、この取組みをやっぱり千代田区が引っ

張り続けるという、そういう役割を期待いたしました。 

 以上です。 

湯浅委員  はい。 

 出雲委員、お願いします。 

出雲委員  主な取組みが４で、指標と今後の方針が３です。 

 主な取組みについては、前回の評価のときはちょうど件数が減ってい

るときで、今後恐らく減っていって、調査も、ポイント、ポイントだけ

で済むというような簡易化の方向だというふうなことで、徐々に縮小し

て喫煙がなくなるというふうな何か方向なのかなと思っていたんですけ

ど、ここに来て結構増えてきています。つまりは対策として次のステッ

プに進まなきゃいけないのかなというふうに思いました。その点を考慮

して４ということです。あとは客引きについては評価するというところ

です。 

 指標なんですが、適用件数については減らしていくことができるかど

うか。今後の対策というようなこともあるんですけど、半減を目指して

いらっしゃって、これは在住、在勤区民が増えることを考えると、結構

難しいのかなというふうに思ったり、あとは「安心・安全なまちと思う

人の割合」も目標まで10％程度離れていますから、これも結構対策が難

しそうだなというふうに思いまして、目標との距離というようなので、

なかなか10％は難しそうだというふうな点で、３点にしました。 

 今後の方針は、冒頭の話と関わるのですが、取り締まりが今後多分増

えていくと思われるというような局面ですので、再度検討する必要があ

るのかなというその点を考えて、３ということにしました。対策では、

委託をじゃあ増やすのかどうかという検討があり得るかと思うんですけ

れども、そういうとき、委託と連携の部分とどっちを増やすのか減らす

のかというような検討が求められるのかなと思い、そういった点で３点

としました。 

湯浅委員  はい。 

 坂田委員、お願いします。 
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坂田委員  私も全部高得点なんですね。主な取組み、指標、今後の方針と、全て

４という評価をしております。 

 先ほど武藤委員が言われたように、これは走り続けないと、途中でや

めたりすると元に戻っちゃうような、とりわけたばこの喫煙の問題につ

いてはそういうところがあって、それで何とか続けなきゃいかんなとい

う。劇的に、美観という意味では、劇的に確かに変わりました、まちの

中が。それを維持し続ける。その取組みを一生懸命やっていらっしゃる

というところには評価をするということはあるんですけれども、１つ、

道路上の放置物件。ここら辺は商品陳列あるいは置き看板、ここら辺の

取組みというのが、実は、長いこと言われていても難しさはもちろんあ

るんですけれども、一歩進んでいないかなという気がするんですね。だ

から、いま一つ、ちょっとアイデア出しをしていかなきゃいけない。確

かに道路上は違反には違いないんですよ。かといってやめろやめろだと

それこそこれも同じようにイタチごっこなんですね。どこかで、こう、

地域ルールみたいなものを決めていくという方策もあるのかなという気

がしています。それは、違法だから地域ぐるみも認められないと言われ

るとそうなんですけど、そうは言ってもというところで、１つアイデア

を出してもらいたいなという。 

 あと、指標について言えば、分散型の喫煙所設置。これももう、うち

はこのように公共の場所、道路、公園――公園はまだ一部ね。道路上で

の、外での喫煙を基本的に取り締まっていますから、今度建物内の、い

わゆる受動喫煙の問題で、建物もだめになると。外も中もということに

なるわけですね。そのときに、今まで中で分煙室を設けてもらったりと

いう取組みが、今度それもいかがなものかということになってきている

わけですね。だから、そうなったときに、分散型の喫煙所の設置という

のが今後どう変えていくのかということになると思うんですね。ですの

で、取組みとしては、すごく助成もしながらそういうものを増やしてき

ていてよかったんですが、社会事情の変化によって、それすらまかりな

らん状況にもなってきていますので、そこをどう今後修正していくのか

というのが問われる、それによって指標というのがちょっと変わってこ

ざるを得ないのかなというふうに思います。 

 ただ、この事業というのは区民アンケート等でも見ますと、とにかく

重要度も満足度も相当高位にある。トップレベルにあることですので、

今後も引き続き頑張ってもらいたいなという思いでございます。 

 以上です。 

湯浅委員  はい。 

 では、小川委員、お願いします。 

小川委員  はい。特に、この路上喫煙と客引き対策は、私、事業の立ち上げから

もう一貫して関わってきた身としまして、特にこの主な取組みに関して

は、武藤委員からもご指摘がありましたけど、私も本当に５をつけたい
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ぐらいの気持ちでありまして、いまもって全国で最高レベルの取組み

を、質、量ともに、ここ十数年広げてきているのは千代田区だと。しか

も、ほかを寄せつけないほどのぶっちぎりの取組みでありまして、全国

にも誇る取組みだということは、私もそのとおりだというふうに思いま

す。 

 ただ、これ、今後の方針とも関わってくるんですが、先ほど出雲委員

からもお話がありましたけれども、本来でしたらばマナーの問題に戻し

たいという課題があって、ずっと取り締まり一辺倒ではなくてマナーの

問題に戻したいというところがあるんですが、なかなかそれが難しく

て、まだちょっとそこに達していないところがあるので、取組みの中で

もそれは少し、こう、何か違った切り口が必要かなというところもあっ

て、ぎりぎり４というふうにちょっと、自画自賛になってもいけないの

で、４という形にさせていただいたというのが１つ。 

 それと、指標に関して言えば、「安全・安心なまちと思う人の割合」

という指標自体が区の努力次第で何とかなる話ではなくて、ほかの要素

が多分に入っているものであって、ここに取り上げられている事業の取

組みをもってして、数値が改善する、ダイレクトに改善するようなもの

でもないのかなという、そういうところもあるので、なかなかこの指標

自体が難しいなと思います。ほかの指標２つは、これ自身も私もこれを

四苦八苦して考えた指標でしたので、これしかないんですけども、何

か、特に安全・安心の指標というものがちょっと、設定自体が大変難し

いなというふうには思います。 

 それと、今後の取組みについては、先ほど申し上げたような、マナー

の問題に持っていくための、何か少しこう、目先を変えた何か取組みが

１つ必要かなというふうに思っています。完全にマナーの問題に戻した

いというのが最初の目的だと思いますので、その辺りの少し工夫が要る

かなというのがあると思います。 

 以上です。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 それでは、皆様の評価をご報告いただきましたので、ここで分科会と

しての評価の決定に向けて、いろいろとご意見、ご議論をいただきたい

と思っております。 

 武藤委員や小川委員のほうから、この施策に関する思いも発表してい

ただきましたので、それぞれ各委員同士のご質問ですとか、そういうご

意見の確認みたいな形でも結構ですので、何かご意見、ご質問等ござい

ましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

武藤委員  それとは直接関係ないのですが、今、路上の放置物件についての話が

出ましたけれども、例えばフランスなんかは、道路で食事をしたりする

ような、あれはどういう許可制になっているのか、道路の占用許可みた

いなものをとっているのかどうかわかりませんけれども、確かに私が行
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く近くのレストランなんかも看板を出したり、いろいろしていますけれ

ども、ああいうのを有料化するというのはだめなんですかね。駐車場―

―路上駐車は、道路に駐車スペースをとって有料化しているところもあ

りますから、歩道の部分についてはもう有料化してしまう。で、許可を

しないと、そして、これは承認済みのものですとか、何かそういう方法

はあり得るのかどうか、ちょっとわからないんですけどね。そうする

と、少し路上の放置物件に対する考え方が、特にお店の看板とか、放置

自転車とかはまた別で、お店の看板とかについては何かそういう有料化

して、払ってもらえばいいのかなとか、思うんですけどね。 

湯浅委員  区道、都道、国道とありますので、一概には難しいのかもしれないで

すけれども…… 

武藤委員  そうか。 

小川委員  特区申請か何かしてね。エリアとルールを決めちゃってね。 

坂田委員  道路使用の許可をとって、通常、いわゆる先生が言われるように、カ

フェという感じで、路上のカフェとか、そういうような形では時間を区

切って、あるいは使用目的を明確にしてというのはあろうかと思うんで

すけど、日常的な置き看板、何しろお店の宣伝、それはどんどん講じて

くるわけですね。要するに、そういう意味じゃアジア的なのかもしれな

いんですけど、どんどん路上にはみ出てくる。それは、やっぱりそれ自

体私的な目的ですし、決して今の法体系の中で使用許可をするという形

にはなかなかならないんだろうなという。有料にしてということもある

んでしょうけども。 

 ただ、やっぱり、何でしょう、必ず自分のところが目立つように目立

つようにということで出てくるわけですよね。それは、やっぱり地域の

中では、やっぱり一定の、ここまでなら許容しましょうよというような

形で、要するにそれを注意する、近所の人も注意、町会でも商店街でも

注意ができないわけですね。もう、そもそも違法なんですけど、違法だ

という言い方はそれを取り締まる権限のある人間しか言えないから、秩

序が守られていない。要するに、空間上も、いわゆる景観上もよろしく

なくなっちゃうという話があって、それはやっぱり地域の中でお互いに

自制しながらいこうよと。そうすると、このまちなみ、商店街なら商店

街のまちなみだって価値が上がってくるじゃないかという意識を持たせ

ていかないと、きっと我も我もの感覚でなくならないんだろうなと思う

んですね。そこら辺を、商店街なり町会なりできちんと、じゃあここま

でなら許容範囲にしよう。お店も何も、どんどん移り変わるまちなん

で、そこら辺は、入ってくる人たちにここはこんなルールでやっている

んだよということを示せるような、何かそういった共通の共有するべき

ルールみたいなものを、例えば持ち出せば。 

武藤委員  そうですね。だから、路上喫煙も同じですよね。日本全国にもっと広

がっていけば、路上喫煙というのは日本ではだめなんだということがわ
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かって、取り締まられるのが外国人だけになるかもしれないという。そ

れで、もう、やがて外国人も口コミで、日本は道路ではたばこ吸えない

んだよというようなことが広がっていく。そういう、ほかの自治体への

波及。だから、千代田区は走り続けなくちゃいけないんじゃないかと思

うんですけどね。法律ができていくことも、また、国も対策はないです

よね、国の。で、レストランの禁煙もなかなか進まないと。イギリスな

んかでは、もう始まっていますからね、ブレア政権のときにテレビで何

回も何回も宣伝していました。ですから、少し、ほかの周りのことも含

めて、千代田区が引っ張っていくという、しばらく続けてほしいと思い

ますね。 

坂田委員  そうですね。 

湯浅委員  ありがとうございます。 

武藤委員  かといって、全体の評価でいくと、やっぱりＡにするのはちょっと難

しそうだなと思って。 

湯浅委員  こちらの本日の議論の中では、一次評価シート、外部評価をいただき

ましたけれども、こちらの評価につきましては、この目標のめざすべき

10年後の姿に向けた主な取組みの進捗状況の確認という部分が評価のテ

ーマとなってございます。いろいろとご議論いただく中で、いろいろ事

務事業のほうまでどうしても話が行ってしまうようなところもあるんで

すけれども、そこは施策評価の１つとして主な取組みの進捗というとこ

ろを基本に、ご議論、ご評価をいただきたいと考えてございますので、

よろしくお願いいたします。 

 では、ちょっと時間の都合上、そろそろまとめさせていただきます。

ポイントを変更する方いらっしゃいますか。よろしいですか。 

出雲委員  これで行くと、全体の評価って、57ですか。 

湯浅委員  では、分科会の評価の取りまとめ、分科会長のほうにお願いしたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

谷本分科会長  ちょっと不安もあるんですが、議論は尽きないかと思うので。これで

行くと、今はＢですね。 

 私は割と厳しめにというか、期待も込めて厳しめにつけてしまったと

ころがあるので、武藤先生のようにもっと前向きに評価をというと、Ａ

というところのご意見もあるのかと思いますけれども、いかがでしょう

か、評価された委員の皆さん。 

湯浅委員  そうですね。評価自体はあくまで目安としているものでございまし

て、目的としては、さまざまに皆様のご意見をいただきたいというとこ

ろが１つでございますので、今もう武藤委員の思いも聞かせていただき

ましたし、谷本委員のもう少し厳しくというご意見もいただきましたの

で、そういった中では、全体の評価は点数でＢ、いろいろなご意見はい

ただけたと考えてございます。 

谷本分科会長  これは、当日というか、本体の委員会には、評価とそのコメントもあ
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わせてご報告をするという形になりますか。 

湯浅委員  はい、そのとおりです。 

谷本分科会長  じゃあ、今出たようなご意見は事務方で取りまとめていただいて、そ

れは付随するものとして出していただけるという理解でよろしいです

か。 

湯浅委員  はい。そのとおりです。 

谷本分科会長  そうすると、今、分科会の中でもきちんと前向きな評価もたくさんあ

りましたということはお伝えいただけるということですね。 

湯浅委員  はい。本日の議事状況を含めて、全て、こちらについては最終的に全

体会の中でお諮りさせていただいて、評価を確定という形をとらせてい

ただきたいと思います。 

小川委員  これって、一部課題とか懸案事項があるという時点でＢなので、確実

にそれもありますよね。いまもって区に寄せられる意見のかなりの割合

で、この生活環境改善とか安全・安心の意見もあるわけですけれども、

ほとんどがやはり苦情に近いような意見もあるわけで、それは懸念があ

るということの裏返しではないかというふうに私も思いますので。だか

ら手放しで、もう順調だと言えるほどではないのかなというふうに。こ

れは私の意見です。 

谷本分科会長  はい。ありがとうございます。 

 じゃあ、そのような形でさせていただいて、この件につきましてはよ

ろしいですかね。いいですか。 

湯浅委員  はい。 

谷本分科会長  はい。じゃあ、施策の４につきましては、Ｂ評価ということでよろし

くお願いいたします。 

湯浅委員  それでは、分科会としての評価はこちらでよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声あり） 

湯浅委員  ありがとうございました。 

 

 （２）施策の目標９ 

 

湯浅委員  それでは、続きまして施策の目標９の評価に入らせていただきたいと

思います。 

 まずは、こちらも所管部長の地域振興部長より補足のご説明をお願い

いたします。 

松本委員  はい。施策の目標９は、魅力の発信と、地方との連携という２つの要

素が入って地域の活力を高めるというものです。 

 いただきましたご質問ですけれども、シティプロモーションの推進に

関してですね。平成27年に区の設置しました魅力発信会議でアンケー

ト、体系化が行われているけれども、どのように展開していくのか、現

時点では方向性が不明だったということですけれども、この魅力発信会
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議につきましては、平成27年の６月に設置をしたものでございまして、

初年度の27年度はまさに千代田区の魅力とはこういうものではないかと

いうことで、その魅力を整理し体系化をしたというのが魅力発信会議の

活動でした。そして、引き続き28年度も継続してこれを開催いたしまし

て、主に28年度はその魅力をいかに効果的に発信していくかという手法

の検討をして、それが昨年28年の12月に報告として区に提出をされたと

いうのが、この27年度、28年度の魅力発信会議での活動でした。 

 昨年12月にその報告を受けた以降、区では庁内の検討組織を今年度に

入りまして設置して、発信会議の報告を区の方針としてどのように取り

扱っていくのか、全部をそのまま丸々実行していくというわけにはなか

なかいかない部分もございますので、発信会議の報告の中のどこの部分

を区の施策としてこれから実行に移していくかという検討を今まさに行

っている段階だということなので、ちょっとこの評価シートだけを見る

と、まだ区の方向性が書かれていないので、このようなご質問が出るの

もごもっともかなと思ったような次第でございます。 

 こちらからのご説明は以上です。 

湯浅委員  はい。 

 続きまして、関連部長の環境まちづくり部長の補足説明はございます

か。 

保科委員  水辺はご案内のとおり、これからというところで、今現在、活用が進

んでいるという状況ではありません。 

湯浅委員  はい。では、今のご説明、そのほかの事項につきましてもご質問など

ございましたら。 

 武藤委員。 

武藤委員  右側の指標の一番上の２つ目の３行目、要因の３行目ですが、20代の

人のことで唯一２桁台となっているということなんですが、この２桁台

というのが、みんな２桁。例えば「20代が最も低く」という、２桁台じ

ゃなくて、これ、20％台みたいな意味じゃないかなと思ったんですが、

どうでしょうか。 

松本委員  10％を超えてしまったのが20代だけだということですよね。ほかは、

もっと10％未満の１桁の数％だという。 

武藤委員  「最も低く」だから、平均が84、定住志向が84％あるでしょう。20代

の人は25％ぐらいしかないということになるんですか。 

谷本分科会長  これ、「区外に転出する意向の割合」。 

松本委員  そう。だから、上はそうなんです。 

坂田委員  区外に転出意向ですから。 

武藤委員  「区外に転出する」か。なるほど…… 

谷本分科会長  うん。入りたいと…… 

武藤委員  指標とちょっと違う意味が書かれているんですね。 

松本委員  そうなんですね。 



- 15 - 

谷本分科会長  そう。違うものも入れられちゃっているので。 

松本委員  そうですね。ちょっと、場所がそうですね。 

武藤委員  20代が２桁で十何％とか。若い人は、そうすると一時的に住んでい

て、戸建てで千代田区に住むのは難しいから、少し遠くに離れても戸建

てでとか、あるいはもうちょっと広いマンションにとかというので出て

いくという意向が大きいということね。 

松本委員  そういうことですね。 

武藤委員  わかりました。すみませんでした。 

谷本分科会長  じゃあ、すみません。それに関連してよろしいでしょうか。 

 定住意向がある人の割合を指標に設定されて、それはそれでと思いつ

つよく見ますと、実はこの、区の世論調査の中で、定住意向の理由が複

数選択肢であって、いただいた資料の中ではないんですけれども、その

一番の理由として挙がっていたのが「交通の利便性が高い」というのが

81.8％で、「千代田区が好きだから」というのは38.2％だったんです

ね。ほかにも、「医療や福祉の質が高い」というのが35.6％ぐらいある

ので、ここでは区民の誇りや生きがいを醸成するというところの目標の

中で定住意向がある人の割合というのが目標設定されているんですけれ

ども、中には違う理由で定住意向がある方たちがある中で、これをわざ

わざ、つまりその中で例えば「千代田区が好きだから」というものを入

れられたんならわかるんですが、ここのところで定住意向というところ

でざっくり入れられてしまっているのはどうしてなんでしょうかね。 

湯浅委員  そうですね。実はこの一次評価シートですけれども、昨年度こちらを

作成しておりまして、今回ご説明いただいている地域振興部長は異動さ

れているのでその頃の経緯というのが、把握ができていないところもあ

ると思うんですが。 

谷本分科会長  わからないんですかね。 

湯浅委員  できるだけ主な取組みを見える化するために指標設定しているところ

ですけれども、いろいろとご意見をいただいていまして、やはり指標の

作成方法は課題となっているところがあり、そのご指摘を踏まえて、今

後、指標については少し見直す必要があるというご意見を踏まえていき

たいと思います。 

谷本分科会長  そうですよね。 

 何かそもそも論になってしまって大変申し訳ないんですが、実はちょ

っとこの施策の目標のところで非常にわかりづらいなと思ったところが

あって。千代田区の魅力を効果的に発信するという話と、それから地方

と連携をして、かつ区内地域の活力を高めるというお話がすごく広い施

策の目標として設定されていて、ここ、今５つの取組みが挙げられてい

るんですが、方向性がかなりばらばらなというと失礼ですけれども、ち

ょっと散漫になっていて、それぞれは多分きちんと取り組まれているん

だと思うんですけど、これと全体の施策の目標とのつながりが非常にわ



- 16 - 

かりづらくて、何かまとめてここにあわせて入れちゃったんじゃないか

なと思えるようなつくりになっているので、実はこれ、評価がすごくし

づらかったんですね、正直申し上げて。 

湯浅委員  なるほどですね。 

谷本分科会長  その辺ほかの先生方、委員の方々のご意見も伺いたいなと思うんです

けれども。 

湯浅委員  そうですね。おっしゃるとおり、主な取組みをできるだけ見える化す

るために指標の設定をしているのですけれども、指標をつくったことで

逆にわかりにくいというご意見もいただいていまして。本来、アウトカ

ムにしなければいけないところがアウトプットになってたりですとか、

それを補足するためにこの評価シートの右上のところに指標の達成分析

があるのですが、両方拝見していただきながら、その確認をしていただ

き、ご指摘を踏まえる中でも、こういう指標をしたほうがいいじゃない

かというような見直しのご意見などもいただけると大変助かるところだ

と思っております。 

 谷本委員からほかの委員の方もとありましたけれども、いかがでしょ

うか。 

武藤委員  私は、千代田区の魅力が高まるということは、ますます東京一極集中

の拍車をかける。千代田区のマンションも、高層マンションが飯田橋に

できたりして、私の大学に行くときに非常に便利になったりとかです

ね。とても私なんかが住めるところではない。飯田橋の駅の再開発はす

ごいなと思いますし、それが東京一極集中の受け皿になってきている。

だから、千代田区はあまり頑張らないほうがいいんじゃないかというの

で、そこで地方と連携して地方を盛り立てようと。そういうことを千代

田区がやっているんだということで、この施策について全部は理解でき

ていませんけれども、地方が出てくる理由というのはそういうところに

あるのかなと。一極集中だけじゃなくて、ちゃんと千代田区は地方を応

援するんだという、そういう意味を含めているのかななんて思っている

んですが。 

 これは、地方創生との関係は何かあるんですか。地方創生戦略計画み

たいなものとの関係みたいなものは。 

松本委員  もちろん千代田区でも、まち・ひと・しごと総合戦略はつくっていま

す。 

武藤委員  つくっていますよね。 

松本委員  ただ、今、武藤委員おっしゃったとおり、千代田区は端的にそうです

けど、千代田区以外でも、23区含めて、東京一極集中で、まさに財源も

全部東京に集まってきているという中で、東京の財源をいかに地方に配

るかみたいな議論が、全国、国政レベルでも行われている中で、そうい

うのをかわす意味合いも含めて、やはり区長会全体として地方との連携

みたいなことを取組みをしていますので、まさに今ご指摘いただいたよ
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うなことそのものだと思います。 

亀割委員  地方創生の関係で、計画は区としてつくっているのは、半分義務みた

いになっていて、どの区市町村でもつくるのが原則ですよと。都心区で

必要あるのですかという議論をさせていただいたのですが、都心区は都

心区なりに魅力を高める――まさにここの柱になるんですけども、その

ためにどうしたらいいか。子育てしやすいまちをつくることだろうとい

うようなことで、保育士さんの処遇改善とか、そういう部分の補助金を

もらって、そこにちょっと手を入れて、少しまちの魅力を高めるという

策を講じています。補助金が、それをつくることでもらえましたし。 

 今、地域振興部長がおっしゃいましたけど、それとは、区としてもウ

ィン・ウィンの関係で、地方も千代田区という情報発信の都心の中心部

で、自分の部分がアピールできるよと。それによって区のほうも何か助

かるよというような関係を築き上げたいなというのが今の取組みなので

すが、なかなか具体的にいい策というのがちょっと見つからないという

のが現状ですね。 

湯浅委員  はい。 

 出雲委員。 

出雲委員  私は、千代田区も地域振興的な政策、シティプロモーションというの

が必要だと思っているんです。それがまだ始まったばっかりということ

のようでしたので、それで、ちょっと主な取組みとか評価が低くなっち

ゃったというのはあります。 

 あと、今のお話で、この区民アンケートだと重要度も結構明確に「重

要じゃない」とか「あまり重要じゃない」と言っている割合が高いなっ

て思って、わからないではありません。重要じゃないと言い切っている

というような辺りが何だろうというふうに考えたんですけど、まちの魅

力を高めることが重要じゃないというより、何というか、地方との連携

というのが重要じゃないと思っているんじゃないかなと個人的には思い

ました。千代田区民にとって、地方と連携する必要性を感じる人はほと

んどいないのではないか。区長さんや区役所が連携したいのは、わから

なくもないけど、住民の人が連携したいと思うか疑問です。 

坂田委員  ですよね。 

出雲委員  思わない。 

武藤委員  でも、世田谷区なんか、ほら、川場村と連携して、合併しようかとい

う話も出ていて。 

出雲委員  どうなんでしょうね、姉妹都市などと情報交換するとか、そういうの

はあるんでしょうけど。 

武藤委員  姉妹都市は、千代田区はあるんですか。 

松本委員  ２カ所と結んでいます。 

出雲委員  ええ。あろうかと思うんですけど、住民がそんな重要だとは思わない

んじゃないかなと。それよりシティプロモーションとか、千代田区の魅
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力を高めるとか、千代田区の情報を発信するとか、そういうようなこと

を期待されているのではないかなと。あと、連携先としては地方よりも

企業が先じゃないかなというふうに個人的には思いました。千代田区内

の企業との連携というようなのは区民にとっても意義があると思うんで

すけど…… 

武藤委員  それはある。 

出雲委員  それで一緒に何か観光や魅力を高める事業をやってみるというような

ことは。 

武藤委員  さっきの路上喫煙なんかだって、企業がもっと分散型の喫煙室、喫煙

所をつくって、そこが道路沿いで来街者も使っていいですよみたいにど

んどんやってくれればね。たばこの企業が飯田橋の前につくっているん

ですけど、それはＪＴとして当然だとしても、普通の企業もたばこを吸

う人がいるわけだから。そうすると、企業との連携というのは、そうい

う意味では、いろんな意味で防災もそうでしたし、重要だと思います

ね。 

谷本分科会長  今おっしゃった話だと、この例えばめざすべき10年後のところに、

「千代田区観光協会が観光の多様な連携の中核を担う組織となってい

る」とあって、来る前に見たら、向かい側にあるのがそうですよね。 

松本委員  そうです。 

谷本分科会長  だから、あそこが中核になってそういった企業であるとか、との連携

をしながら、かつ地方との連携がどうそこに組み込めるかわからないで

すけれども、何か「観光の多様な中核を担う組織となっている」と書い

てあるんですけど、全然それに対する取組みが――観光案内所との連携

は書いてあるんですが、その中で…… 

武藤委員  観光案内所連絡会ね。 

谷本分科会長  ええ。今おっしゃった中で観光協会がどういう機能を果たしているの

かというのは、いただいた資料では見えなかったので、ちょっと補足

で、もしご説明というか取組みがありましたら教えていただけると。 

松本委員  このシティプロモーションにしろ、観光施策にしろ、まさに中核を担

うのは観光協会であるべきだと思っているんですが、ちょっと、ここ

一、二年ぐらいですね、区議会の中で観光協会がやり玉に上げられたみ

たいなこともあって、例えば先ほどの魅力発信会議の報告をもらった

り、いろいろしても、それを実行に移せなかったみたいので、ちょっと

停滞の時期があったんですけれども、今年度に入りまして、観光協会の

トップの体制も、今ちょうど５月末に一新したところで、やっと正常化

して、中核を担う組織に向けて一歩を踏み出したところというようなと

ころですので、シティプロモーションも、魅力会議の報告書をどのよう

に区として方針としていくかというのはやりますし。 

 地方との連携についても、まさに姉妹都市もありますし、部分部分で

は、例えば子どもの学校を通じた交流だとか大人もいろいろあるんです
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けど、ぱらぱらといろいろな部署がやっていただけなんですけど、千代

田区としての方針が体系化されたものが今まで１つもなかったんで、そ

れも今年度、地域振興部で、千代田区の地方との連携というのはこうい

う方向性でやっていくんだというような方針を明確に打ち出して、それ

でできるところから進めていこうということで、そういう中では、当

然、出雲委員からお話があった、やはり企業を巻き込んだ形で、企業と

の連携がイコール地方との連携にも、やはり全国に支店を持っている大

企業がたくさんありますので、そういうのも１つの道になってくると思

いますので、そんなような形でここの分野については取組みを強めてい

きたいと思っている状況ですので。確かに、ここ一、二年ぐらい停滞ぎ

みのジャンルなんです。 

谷本分科会長  それで見えづらかったんですかね。核に書いてあるのに、指標が入っ

ていないので。 

湯浅委員  主な取組み、めざすべき10年後の姿があって、主な取組みをその物差

しとしてはかるためのものですけれども、ちよだみらいプロジェクトに

出ている主な取組み、こちらの進捗状況の確認をいただくところなんで

すが、それ以外にもほかの事務事業、900あまりの事務事業を区では実施

しております。ただ、それを一つ一つ議論できないので、その中でピッ

クアップしたものをこの主な取組みに載せているわけです。ですので、

めざすべき10年後の姿に向けてやっているほかの事業はさまざまござい

ますけれども、今回そちらは置いておいて、主な取組み、この進捗に向

けて、いろいろご意見をいただきたいというところでございますので、

もちろんめざすべき10年後の姿にこの主な取組みはちょっとふさわしく

ないんじゃないかというようなご意見もあろうかと思いますが、それは

ご意見として承らせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 じゃあ、すみません。ちょっと議論は尽きないところですけれども、

評価を確認させていただきたいと思いますので、よろしいですか、谷本

委員のほうからお一人ずつ…… 

谷本分科会長  同じパターンで行きますか。 

湯浅委員  はい。同じパターンで。 

谷本分科会長  じゃあ、しばらく同じパターンで。 

 私のほうはちょっと低めですが、主な取組みが、先ほどの観光協会の

ところの中核を担うというところの取組みの記載がなかったこともあり

まして、３という形で出しています。 

 それから、指標のところは、先ほどご質問でもしましたように、定住

意向が必ずしも誇りとか生きがいという指標だけではないんじゃないか

というところで、３になっています。 

 それから、今後の方針につきましても、地方との連携等々ありました

けれども、観光で打っていく話なのか、都市間連携なのか、あるいは文

化資源の活用みたいなところなのかという、ちょっと施策が混在してい
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るところではっきりしない。もう少し、軸を絞っていただいたほうがい

いのではないかというところで、３という形のつけ方をしております。 

 以上です。 

湯浅委員  はい。 

武藤委員  私は、主な取組みで、千代田区魅力発信会議の設置とか、ちよだフー

ドバレーネットワークの活動とか、千代田区公共デザインマニュアルを

策定したりとかというので、しっかりと事業は行われているというので

主な取組みは４にして。 

 指標は、やはり抜けているところがあったりとか、定住意向は、ちょ

っと、ここではどうかなと思うような指標かなと思ったりしたものです

から、ここは３にして。 

 今後の方針も、特に大きなことは書いていないんですが、私として

は、外国人観光客だけじゃなくて、日本の人もいっぱい来るわけですか

ら、それで千代田区にとどまる時間も、１泊、２泊、いろいろいるでし

ょうけれど、余っている時間が１時間しかない人とか、３時間ある人と

か、半日ある人とか、何かコースマップみたいなものはつくると、１時

間だけ余裕がある人はちょっと皇居を回ってみるとか、何かそういう時

間別コースマップみたいなものをつくってあげるとおもしろいのかなと

思っていまして、そんな提案があるということぐらいですね。それは次

のところの議論だったかもしれませんけど、今後の方針は一応３という

ことで、全部で10点ですから、Ｂということですね。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 出雲委員、いかがでしょう。 

出雲委員  私は、いずれも３という評価になったんですけど、この理由の主な取

組みについては、繰り返しになりますが、シティプロモーションの面で

他市などでは取組みが進んでいるものですから、今すごく力を入れてい

るところは結構入れているみたいな感じですから、そういう意味で取組

数が少ないんじゃないかということを少し思いました。これからという

お話だったので、それは現状では少ないということで。 

 指標に関しては、外国人観光客の利用者数が倍増、さらにはそれ以上

になるんじゃないかということなんですけど、もう10年も後になった

ら、観光協会の相談所を利用する人は恐らくおらず、ほとんどもうネッ

ト上で解決するという時代だと思うので、ちょっと浮世離れした指標だ

と思いました。10年後は実際に行かなくても問題解決ができるという時

代だと思っていますので、それに向けた取り組みを指標とするのが望ま

しいと思っています。 

 ３は、先ほども申し上げましたが、地方との連携というよりは区内の

企業と連携するということで、千代田区の魅力をお互いに高めるという

ふうな、そういう方策が有効なんじゃないかなというふうに思います・

じゃあ企業に何のメリットがあるのか、それをどうやったらあちらに参
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加したいと思っていただけるのかというようなことを検討していく必要

があるという意味で、３ということにしました。 

湯浅委員  はい。 

 では、坂田委員、お願いします。 

坂田委員  はい。私、４、３、３と、主な取組み、確かにここまで各先生方がお

っしゃられるように、この施策の目標というのが相当幅広な目標で、そ

こで主な取組みはこれかというところがあって、そこからなかなか直接

結びつかないよなという感覚はあったんですが、ただ、それぞれにこの

都心というところを生かしながら、着実にやってはきているのかなとい

うふうに思っています。 

 特に、出雲委員も言われたように、区民の魅力――この施策に対する

区民の重要度というのは、もう底をついているわけですね。底を打って

いるような状況で、重要じゃないよと言っているんですけれども、なか

なか、実は、きっと地方との連携のところでそういった話を、印象を持

たれるということだろうと私も思うんですが、この意義を伝えるって、

相当難しいなという気がするんですよ。 

 先ほど来からお話出ているように、やっぱり東京一人勝ちという今の

傾向がありながら、実は人も財も情報もみんな東京に集まってきていた

けれども、今度は地方は、もう、人、人材もいなくなってきているわけ

ですから、東京へ供給するもとがなくなってきているのも確かですよ

ね。若い者がどんどん東京に来ていた。しかし、もう地方は高齢化率

70、80％みたいなことになってくると、今度は地方から東京に来る人材

もいなくなってくる。 

 今まで東京という東京圏というのは食料ももちろんエネルギーももち

ろん全部地方に負っていた。人もそうだった。このまま行ったときに、

今一人勝ちだけど、全体として沈み込んじゃうと。国土全体として沈み

込んじゃうという危機感も一方にあり、だから、「国土の均衡ある発

展」って、昔よく言っていましたけど、そんなところがどうしてもない

と、考えていかないと、東京も今は一人勝ちだけど、最終的には沈み込

んでいくんだみたいな、そんな思いもある中で、地方と都心とがウィ

ン・ウィンの関係というか、両方ともが違う個性を持ちながら生き延び

ていくんだといったようなところを地域の方に知らせるというのは相当

難しいんだろうなという気がしています。そこら辺が徐々に何かの形で

浸透していくようなことになってくればというふうに思って、そのきっ

かけの事業がいろんなことで、細かい事業があるんだろうと思っていま

す。 

 そういうことを考えると、指標についても、定住意向というのはあま

りにもいろいろな、多義的というか、いろんな見方ができちゃって、こ

れはアウトプットじゃなくてアウトカムだというところから、もう無理

やり設定したのかなということなんですが、都心って地方の地域から見
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ると、一人勝ちには違いないにしても、今度ここを何とか利用してもら

う、都心を。地方の表現の場だったり、物であれば販売、宣伝の場であ

ったり、そういう形で、あるいは地方の情報をここから発信するとか、

利用をどんどん都心を使って自分たちをアピールしてもらうとか、そう

いった仕掛けづくりが必要なのかなというふうに思っています。 

 フードバレーという１つの、食を通じたきっかけ。これは、食を通じ

るというのはなかなか上手なのかなとは思うんですが、基本、それ以外

の指標というのもきっといろいろあるんだろうなと思うんで、そこはち

ょっとアイデア出しをしていただきたいなと思って、今のところはアン

ケートに表れている区民の思いというものをどうこれから効果的に投げ

ていくかというところで、今後に期待というところでございます。 

湯浅委員  はい。 

 では、小川委員、お願いします。 

小川委員 

 

 はい。私、まず施策評価シートを見たときに、所管部と所管外の部の

評価、それぞれおおむね順調に推移しているということであって、そう

いう理解でいたんですが、今この会議の中で委員の皆さんからそれぞ

れ、例えば今の取組みに関してもシティプロモーションであったり地方

との連携にはまだまだ不十分な点とか改善すべき点がいろいろあった

り、あるいは指標の面においても、ちょっと指標としてふさわしいのか

とか、細かくはもう、時間の関係もあるんで言いませんが、いろいろと

今指摘をいただいたことを踏まえますと、ちょっと私のこの一次の評価

自体が少し改める必要があるのではないかというふうに、ちょっと今思

いました。ご指摘を踏まえると、それぞれ３ぐらいが私はふさわしいの

かなという気がしておりまして。私のこの会議を経た後の採点で行けば

９点ですか。 

湯浅委員  はい。 

小川委員  というところが妥当ではないかというふうに思いました。いろいろ皆

さんからご指摘いただいたところが理由であります。 

 会議を経たものは、以上です。 

湯浅委員  すみません。ちょっと、これからご議論に入っていただきたいところ

ですけれども、先ほど武藤委員が一言、後ほどの議論でとありましたけ

れども、もしございましたら。 

武藤委員  ええ。それは先ほどのこの施策を高める上での、散歩コースマップみ

たいなものはもうあるのかもしれませんけれども、何かいろいろとつく

ったらどうだろうかということぐらいです。 

湯浅委員  ありがとうございます。 

 そのほか、また評価のポイント、今、小川委員からもありましたけれ

ども、変更を含めてご意見がございましたらお願いいたします。よろし

いでしょうか。 

 谷本委員。 
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谷本分科会長  国際化とはまた別なところであるのかもしれないんですが、観光の発

信とか、地方との連携とかというところで見ていったときに、やはり千

代田の立地から考えると、もう少しインターナショナルといいましょう

か、国外に向けて情報発信をしていく、あるいはアジアの中心になって

いくとかというぐらいの、むしろそのぐらいのことを打ち出さないと、

ある種区民の方にとってはインパクトがないのかなと。単純に国内のほ

かの都市と連携しますというのであれば、都内の他の自治体でもやって

いることですし、そのことについてはあまり区民の方の関心というのは

喚起されづらいのかなと。むしろ、千代田区がアジアのどこかの都市と

の連携をする中でこういうことをやっていますとか、あるいは拠点とし

て、いろいろな地域の、これは国外の地域の産品をここで皆さんにお知

らせしていきますとかというぐらいの、何かこう、もう少し一段落違う

インパクトがあるものをお示ししないと、なかなか区民の方に、ぜひや

ってねというふうな意向を求めていくのには、かなり、千代田区在住の

方たちというのは意識の高い方も多いと思いますので、見ているところ

が恐らく違うんだろうなというところも意識されていく…… 

亀割委員  重要度が低い原因でもあるかもしれないですよね。もしかしたら、千

代田区って放っておいても相当魅力があるので、今から行政が内部的な

魅力を発信しようということに関しては、もしかすると重要度がそんな

にというのもあるかもしれないです。 

谷本分科会長  高くないのかもしれない。もう、今や、やらなくてもいいじゃないと

いうところのレベルじゃないかなというふうなことも思いましたので、

いろいろとこの後、調査をされたりとか考えていかれるんだと思います

けれども。ちょっと視点の参考として。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 出雲委員、よろしいですか、ほかに。 

出雲委員  はい。私は先ほど意見をお伝えしました。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 では、すみません。最後まとめを分科会長のほうから。その前にちょ

っと計算確認をさせていただきますので、集計係、点数をちょっと確認

してください。 

 評価はポイントで決まっている基準で決定いたします。 

谷本分科会長  はい。先ほど小川委員のほうが、内部にいて非常に言いづらいところ

で…… 

湯浅委員  いえいえ。 

谷本分科会長  逆に言うと、この施策に対しての期待度の高さだというふうにご理解

いただいたほうがよろしいかと思います。やっていることがだめだよと

いうことじゃなくて…… 

湯浅委員  はい。 

谷本分科会長  物足りないよと、もっとできるんじゃないかという応援が入っている
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ということでご理解いただければというふうに思いますので、今後の取

組みにぜひ期待をさせていただいて、この施策９につきましてはＣとい

うことでよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声あり） 

谷本分科会長  はい。じゃあ、そうさせていただきます。 

湯浅委員  ありがとうございます。 

 地域振興部長、かなりハードルが上がったようですけれど…… 

谷本分科会長  すみません。ハードルを上げてしまいました。 

松本委員  頑張らせていただきます。 

湯浅委員  どうぞよろしくお願いします。 

 

 （３）施策の目標10 

 

湯浅委員  それでは、続きまして、施策の目標10に入らせていただきますけれど

も、所管外部長の教育担当部長が今度まちづくり担当部長との交代とな

ります。 

湯浅委員  関連部長の環境まちづくり部長は、こちらで退席となります。ありが

とうございます。 

保科委員  ありがとうございました。 

谷本分科会長  どうもありがとうございました。 

 （保科委員退席） 

湯浅委員  失礼いたしました。それでは、この退席をもちまして、委員、そのほ

か交代はございませんので、引き続き分科会を進めさせていただきたい

と思います。 

 関連部長の地域振興部長よりご説明、よろしくお願いいたします。 

松本委員  はい。中小企業や商工業の活性化の施策の目標10でございます。 

 いただいたご質問で、中小企業診断士の方による支援がどのような成

果を生んでいるのか。新たなビジネス展開が増加傾向にあるのはよい。

申請要件の見直しを行うのも妥当。ただし、これらも指標化されていな

いのでどの程度かというのがわからないというご質問でございます。 

 まず、中小企業診断士の件ですけれども、区で行っております創業を

目指す方への創業支援などの事業において、その事業計画書などをまず

最初につくってもらうんですけれども、そこの中でいろいろなアドバイ

スを行うことによって、これから経営者、事業主となっていく方にいろ

いろな意識あるいは知識、そういったものを醸成していただくというこ

とに大変寄与しているかなというように思っておりまして、そうした支

援を通じて、具体的に創業に取り組んでいる方は大分出てきているとい

うようなことでございます。 

 また、商工融資事業などの受け付け、申し込みの際にも面談を行いま

して、そういう中でも中小企業診断士というのは経営上のいろいろなア
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ドバイスを行っているということで、単にお金を借りるだけじゃなく

て、そうした機会を捉えて、経営面での安定化に相乗効果をもたらして

いるのではないかなというように思っております。 

 新たなビジネス展開ということで、産業財産取得支援ということで、

特許ですとか、いろいろなそういう権利の取得も補助金を出して側面支

援を行っておりまして、これも年々着実に件数が増えてきております。 

 ただ、そうした中で、指標化されていないのでどの程度かというのが

わからないということで、確かにここでは指標が１つしかなくて、それ

も、卸売、小売業の販売額ということで、これも５年に一度の経済セン

サスという、国の全国的な統計でないとわからないので、それしか指標

がないというのは確かにご指摘のとおりちょっと不十分で、指標の判断

のしようがないという状況になっておるんですけれども、このみらいプ

ロジェクトをつくった１年後に、先ほどもお話が出ましたけれども、ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略というのを28年の３月につくっているん

ですけれども、その中のこの中小企業、商工業の活性化を支援するとい

うところでは、ここで掲げた指標のほかに３つの指標を具体的に設けて

おりまして、本当はそれがここで書ければよかったんですけれども、そ

ちらはまさに商工融資の実行額ですとか産業財産権取得申請件数ですと

か、あるいは経営相談、診断の件数、この３つを、いずれもアウトプッ

トの指標ですけれども、一応そういう形で、５年に一度しかないこの販

売額という指標を少し補う形のつくりにはなっております。その３つの

指標それぞれ、26年度を現状値として設けて目標値を定めているんです

が、27年度、28年度と、それぞれ順調に、３つの事業ともアウトプット

は伸びてきておりますので、区としての中小企業振興、商工業振興とい

う面では、着実ながら一定の成果は出ているのかなと、そのように考え

ているところでございます。 

 こちらからの説明は以上です。 

湯浅委員  はい。こちらの施策の目標10番ですけれども、指標化しにくいという

ことがあって、本来３つの項目から15点満点で評価いただくところを、

先ほどの評価の基準のところにもありました、こちらは２つの項目10点

満点でご評価をいただいているところでございます。そういったところ

も含めて、今のご説明、その他事項に関してご質問ございましたら、よ

ろしくお願いいたします。 

 出雲委員、ご回答のほうはよろしかったでしょうか。 

出雲委員  指標化しづらいということなんですけど、経済指標は多くあり、私の

理解では何か一番指標ができる分野だと思いますが…… 

松本委員  そうですね。 

出雲委員  ええ。それは、その指標化しづらいというのは、どういう観点。 

松本委員  しづらいということじゃなくて、多分区が直接関わっている統計がこ

の経済センサスだったんで、もうちょっと民間なりあるいは区が関わら
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ないそういう経済的な統計指標というのは、本当に、おっしゃるとおり

たくさんあると思うんで、そういうのを指標にすれば、毎年毎年、きち

んとチェックできるのかなと思いますんで、そこら辺は確かにご指摘の

とおり、指標の立て方は、今後工夫が必要かなとは思います。 

出雲委員  すみません、例えばこの融資ですか。 

松本委員  はい。 

出雲委員  その件数とかではだめなんですか。 

武藤委員  総合戦略には…… 

松本委員  それが載っていまして、そのつくる前年度の26年度は35億ほどの融資

を実行したのを、それを31年には80億まで増やすという数値目標をつく

っていまして、これは区で毎年ちゃんと数字を押さえられますので、そ

れが例えば翌年には35億から39億ぐらいに増えたとか、ちょっとまだ80

億には全然手が届かないんですけど、まち・ひと・しごとのほうでは一

応そういうアウトプットは立てているということです。 

出雲委員  立てているわけですね。 

武藤委員  この指標の現状値は、平成29年の９月以降に順次発表される予定です

というふうに書いてあるんですが、昨年９月の指標というのはどうなん

でしょうか。ここ100…… 

松本委員  これが５年に一度の調査でして…… 

武藤委員  そうなんだ。 

松本委員  23年の次が28年に経済センサスというのをやって、それの結果が出て

くるのが今年の９月ぐらい、１年後、１年ちょっと後になっちゃうとい

うことなんで…… 

武藤委員  ５年に一度なんだ。 

松本委員  そうなんですね。 

武藤委員  そうすると、次は33年。 

松本委員  33年に調査したのが34年に出てくるという、そういう…… 

武藤委員  そうすると、36年の指標というのは、これ、113と書いてあるけど、

これは、実はそういう指標は出てこないということなんですか。 

松本委員  飛んじゃうから、そういうことなんです。 

武藤委員  そうですか。でも、それと同時に113というのは、日本経済の今の状

況から見ると、ちょっと上向いているとか言われるけども、113はなか

なか難しいんじゃないかという気がするんですね。 

松本委員  そうですね。日本経済全体がもう、モノの販売額みたいな面ではあま

り伸びは期待できなくて、そういう経済に大分変わってきてしまいます

ので、モノよりは体験なんかも含めた、コトみたいな、そういうほうに

経済の実態も変わってきていますから。 

 ただ、ここの区の施策としてやる分には、やはり昔からずっと中小企

業なりでそういう販売――製造業というのはあまり区内にないですけ

ど、販売業というのは、やっぱり地場の産業として、今でもやられてい
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る方がたくさんいらっしゃいますので、そういう方がこれからも安定し

て商売を続けられるようにということではここの分野にも力を入れなき

ゃいけないんですが、ただ13％に伸ばすことが本当に可能かという辺り

は、確かにご指摘のとおり、かなり難しい問題だと思います。 

坂田委員  うちの中で工業というと、何、印刷とかはそうですか。 

武藤委員  印刷か。 

松本委員  印刷は工業なんですけど、印刷業は本当にがくんと減ってきてしまっ

ているんですね。出版だとかそういうのはあるんだけど、本当に工業と

しての印刷が急激に減ってきている。 

坂田委員  そうだね。工業は、原料を加工するという話からすると、あまりない

よね。 

谷本分科会長  今、新たなビジネスというと、かなり多様な分野になる。ＩＴとか。 

松本委員  そうですね、大体そういうのを使って。あとはいろいろなまさにそう

いう外国人客が増えているということは、いろんな、今まで日本語なり

英語でしかできていなかったものをいろんな国の言葉に翻訳していくこ

とで新たなビジネスをつくるだとか、そういうような業態が多いですか

ね。 

谷本分科会長  技術開発というようなところが大きいんですかね。 

松本委員  そうですね。 

坂田委員  やはり、従来型の個店を維持していこうという感じに。商店街とか、

ね。そういうことになるのかな。でも、一方で起業とか言っているんだ

よな。 

谷本分科会長  視点が違うかもしれませんが、中小のビルの活性化が商工振興基本計

画の中で盛り込まれていたんですけれども、やはりかなり、古い中小の

ビルの経営というのは難しくなっているところが多いんですかね、千代

田の場合は。 

坂田委員  そうですね。 

谷本分科会長  みんな新しいビルにどんどん移られちゃってという。 

坂田委員  一時、ペンシルビルがすごく多くなっちゃいましてね。バブル崩壊後

は、それがほとんど、まず都心から、会社、企業みたいなのが１回出て

いって。地価が高いんで。本社はもちろん。本社機能が多いじゃないで

すか。それにくっついている中小もたくさんあるわけですよね、周り

に。本社がもう外に出ていっちゃったということから、それに一緒に出

ていかざるを得ないみたいなところもあって、小さなビルが相当空き出

したんです。で、それは、次の世代の、要は情報化に対応できないよう

なビルのつくりになっているんで、そこには今度戻ってこないというこ

となんですね。そういうことで、そういう古いビルは相当空き出してい

るんです。それは、神田辺りでは。 

 そこに、私が思うのには、新たな、起業したいとか、何か創業したい

みたいなところで、何かこう、活用できないかなみたいな。そこのビル
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の活用。そんなことを、私もこの今のポストとは前は違ったものですか

ら、３月まではまちづくりというところにいたものですから、そんなこ

とを何かマッチングできればいいなと。 

谷本分科会長  そうですね。何かこう、単純に中小企業支援じゃなくて、まちづくり

全体の中でそのビルをどういうふうに活用していくのかという視点が入

らないと、なかなか、この中小ビルの活性化といっても、そのビル自体

の、さっきおっしゃったようにＩＴ化の整備というのも、当然投資のお

金がかかりますし、なかなか単体でやるのは難しいのかなと。 

坂田委員  そうですね。単純に不動産経営という形にすると、今の趨勢からする

と難しいです。 

谷本分科会長  難しいですよね。今、だんだんみんな、臨海部とか品川辺りとかにオ

フィスが移っちゃってということですよね。 

坂田委員  そうですね。今は、何か１つのワンフロアの床が小さいと、ほとんど

…… 

谷本分科会長  無理ですよね。 

坂田委員  うん。値がつかないというか、むしろあまり人気がないものですか

ら、大きなところもワンフロアの広いところにどんどん移っていく。そ

ういう傾向があるものですから。ただ、数人で始められるような、何か

事業を起こしてみたい、情報産業みたいな、コンピュータを使って何か

という人たちは、最初のステップとしてそういうのを使うというのはあ

るんだろうと思うんですけどね。 

 それにしても、都心は、中古であいているとはいえ、値が下がらない

んですよ。これがまた不思議なことで。要するに、需要がないんだか

ら、もちろん値も下がるだろうと、不動産の賃料が。下がらないんです

よ。もう、ここの、都心の１つの傾向で、要は、所有している人たちが

値を下げない。ずっと――下げなくても大丈夫な経営…… 

谷本分科会長  大丈夫ということですよね。ほかにも持っていたり…… 

坂田委員  別でそれを何らか補塡しているのかどうかわかりませんけども、値が

上がるのを待つ。あるいは小さなビル同士が一緒になってここで大きな

ものをつくっていくみたいな、そういう時期を待つとか。そこら辺がち

ょっと難しくて、なかなか賃料が下がらないという現実がある。 

谷本分科会長  いや、こういう中小のビルのやっぱり空き室が多いと、治安上もあま

りいいことではないですよね。 

坂田委員  そうですね。それが集中的に立地してくると、立地というか、集中的

にそういう空きビルが増えてくると、そういう問題が出てくると思いま

す。 

 あと、やっぱり老朽化をそのままにしていますと崩れてくるという可

能性があるんで、そこをちょっと心配はしています。一部にはそういう

傾向が出てきているんで。この千代田内といえども、神田のほうの奥は

そういうことになっています。 
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 ちょっと、関係ない話で。 

湯浅委員  すみません、一次評価シートの中で現状の確認と課題というのはご理

解いただくのが難しいということと、なおかつちょっと指標化もなかな

かできてない中で、非常にちょっと進捗の評価というのは難しいかもし

れませんが、お一人ずつ２分程度で、その中で…… 

谷本分科会長  はい。何とも指標がないので評価しづらいので、逆に厳しくなっちゃ

うところもありまして、いずれも３の数値を入れさせていただいていま

す。 

 今、中小のビルの活性化の話に関心が行っちゃったんですけれども、

中小企業支援って、商工業もそうですけど、千代田区で何でやるのかっ

て基本的なところに立ち返ると、この商工振興基本計画のビジョンを見

せていただいたら、「コミュニティを大切にして魅力あるまちを創造し

ます」と書いていらっしゃったんですね。だから、中小企業とか商工業

を残すということは、千代田区にとってみれば、地元の資本、地域に根

差した産業をどう支えていくのかというところが基本にあって、この主

な取組みというものを拝見すると、起業の支援とか新たなビジネス展開

はもちろん大事なことではあるんだけれども、ここが、地域にいかに根

差していくかというところの取組みとはちょっと離れているなという

か、あくまで個店を応援します、個々の事業を応援しますよというとこ

ろで見えてくる。中小ビルの活性化もそうですけれども。そういったと

ころに少しまちづくりの広い視点の網をかけながらどう取り組んでいく

のかというアプローチが必要だと思いました。 

 特に、商業、商店街の話というのが全然出てきていなくて、区内消費

の促進、これはたしか以前外部評価のときにも関わらせていただいたか

と思うんですけれども、そのときに取り組んでいた策が27年度に時限事

業を終わられてということで、その後も何となく予算措置をしながらや

っていらっしゃるようなんですが、区内消費喚起という話でいいのか、

もう来街者の方たちが多いわけですから、その方たちにいかにそういっ

た商店に立ち寄っていただく工夫をするのかという段階に来ているんだ

ろうというふうに思いますので、そういった意味で、主な取組み、今後

の方針を含めて、ちょっと厳しい評価をつけさせていただいています。 

 以上です。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

武藤委員  私は、取組みに関しては４ということで、いろいろとよくやっている

のではないかというような印象を持ったということです。 

 それから、今後の方針についても、引き続きいろいろ取り組んでいき

ますというふうに書かれているから、３でということでつけました。 

 以上です。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 出雲委員、お願いします。 
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出雲委員  はい。ありがとうございます。主な取組みも今後の方針も、３としま

した。 

 産業といったときに、１つの業態がどこかに集中すると、周辺にも増

えるみたいなのって、あるじゃないですか。千代田区の場合は大企業が

基本的な構成で、すき間を中小企業が埋めるというふうな産業構造にな

っていると思いますのでどういう産業を育てていくのかというのは多分

難しいだろうなと。 

 それで、資料では、卸とか小売が区の支援などの対象になっていると

いうことですが、こういう卸とか小売というのは、千代田区で多分やる

必然性は、そんなにないかもしれない。あるんでしょうけど、土地に根

づく産業ではないかもしれないというふうに思うと、千代田区のほうで

テコ入れする産業を決めて支援してみてもいいのかなというふうに思い

ました。融資は件数、額ともにかなり行われていて、融資事業が施策の

中で基幹となる事業なのかなと思ったんですけど、それがマックスまで

支援されている状況では、それをどんどん増やしていく。その増やすと

きに、このたび経営相談も付加されたということなので、それはよいこ

とだと思います。 

 ただ、何の産業を育てていくのか。大企業は自己努力でやってもらう

として、中小企業ではどういった産業を育てていこうとしているのかと

いうようなことが、融資と相談を両軸にして、もう少し深めていけると

ころなのかなというふうに思いました。今後の方針の３についてはそう

いった理由です。 

 主な取組みのほうは、指標がないので、やっぱりちょっと進捗がわか

らないというのはあるんですけど、産業財産取得支援事業などが今後軸

になるのかなと少し思いました。でもそれがちょっと伸び悩んでいたと

ころ、ＰＲに努めた結果、増加傾向ということなので、こういう辺りを

もっと取り組むといいのかなというふうに思いました。 

 以上で、３、３という評価になりました。 

湯浅委員  はい。 

坂田委員  私は主な取組みが３で、今後の方針、ちょっと厳しく２というふうに

なっているんですけども、伝統的な地場の産業ってあまりないかもしれ

ないんですけど、代々やっているような商売というやつを、なかなか跡

取りもいないという状況の中の、そういうのも１つ大きなネックにはな

っていると思うんですが、これを、まちなみの特色としても、何とか維

持、経営させてあげるという意味で、いろんな融資を核に、仲立ちでや

っていらっしゃるのは、これは一方では評価をするんですけれども。た

だ、店頭販売とかというよりは、もう、だんだんネット販売とか、通販

だとかという形で、どんどん、こう、消費者との関係で随分シフトして

きていますよね。ですので、今後の支援のあり方って、相当難しいなと

思うんですね。 
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 で、とりわけ私がさっき言った、まちづくりでまちの中に入っていっ

て、小さな事業者さんに聞くと、必要なのは何だという話をすると、や

っぱりネット環境なんですね。それで、とりわけ、要するに自分たちの

ノウハウをバックアップしておくところが――そういう企業もあるらし

いんですけど、それを中小企業専門に扱うような。バックアップデータ

というものを、これから災害も起きるでしょう。だから、大企業はみん

な遠くに、いろんなところに持っていますよね、バックアップのデータ

というやつを。いろんなノウハウ情報の、逃がすという意味では、ここ

が潰れてもあそこに全て置いてあるとか。それが中小零細に関してはあ

んまりないらしいんですよ。で、そういうことを一手に、区がやるのか

どうかわかりませんけれども、話の中ではそういうデータをバックアッ

プできるようなところを用意してくれると助かるという話は何度か聞く

んですよ。そういうことも含めて、このサービスのあり方というのをち

ょっと考えたほうがいいなと思うのと。 

 あと、市民起業家みたいな話も最近あるんですが、要するに区民の生

活ニーズだとか福祉ニーズだとか、そういうところにマッチした事業の

創造というのか、企業みたいなもの。最近何でも屋みたいなのがありま

すけど、相当高齢化も進んでくるし、地域の中の消費者というのは、質

も変わってくるだろうと思うんで、そこにうまくマッチした事業という

やつを奨励する、誘導する、あるいは支援するみたいなことが出てくる

と、ちょっと、業と消費と、こう、循環するようなものが出てくるとい

いなという感じがしております。 

 あとは、昔言われていた、とにかく千代田区内生鮮三品がないんだ

と。住むにしても、魚屋なくなり、肉屋なくなり、八百屋なくなりとい

うことで、もうこれ、大変だって、公設などをつくらなきゃいけないん

だという議論まであった中で、そうはいっても、個店ってなかなかでき

なかった。それって、今、解消されて、そういう需要があまりなくなっ

たと見るのか、そこら辺は、主管課として、今どうなんでしょうね。 

 高齢化が相当進んで、大量に、物、例えば食料品を買いだめするとか

という必要がなくなっちゃって、コンビニでその日の分を小さく。で、

家族形態も変わっているんで、大量に買わなくていいとか、そういうこ

とでコンビニがそこら辺にできているんで、それで事足りているという

ような話も一方では聞くケースもあるんですが。 

 一般的に、ちょっとこう、洋服なり何なり買いに行くときに、みんな

デパートなんですよ。三越へ行ったり、高島屋。だから、我々がもう安

いものを買うという。私みたいに地方に住んでいると、使い捨てみたい

のもたくさんあるわけだけど、結局デパートに買いに行って食料品も高

いものを買ってくるという。そういう構図は昔からあったんですけど、

ここは。最近はそこら辺の消費動向がどうなのかなと思ったんです。そ

れに合わせて、商店というか商業というやつも変動してきているのか、
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その傾向がちょっと私もよくわからないんで。生鮮三品って、事足りて

るのかね、今。あんまり聞かなくなったよね。 

松本委員  でも、小規模ながら、スーパー的なものも、大分…… 

坂田委員  うん。ぽつぽつとはできたよね。 

松本委員  いっときよりは大分増えたんで、それで確かに…… 

坂田委員  ただ、あんまり魚を扱っているところがないとか、肉が置いていない

とか。 

松本委員  ニーズが落ちているのも、それは確かに、本当の原材料というものの

ニーズは落ちているのかもしれないけど、両方…… 

坂田委員  まさしくお話であった、業態なり、その団体に集中的に支援するとか

いうこともあってもいいのかなと。あって、今後の方針は立てにくいと

は思うんだけど、この土地柄から。そういうことで、ちょっと辛めの点

になりました。 

湯浅委員  はい。 

 小川委員、お願いします。 

小川委員  はい。昔からこう取り組んできた支援とか事務事業に加えて、起業の

支援だったり、あるいは新たなビジネス展開への支援だったりというこ

とでやっていただいて、非常に私は幅広にいろいろ取り組んでいただい

ているのかなというふうに思いました。二十数年前、商工振興課にいた

経験からして、非常に事務事業も多様化しているのかなと。生鮮三品は

確かに当時重きを置いていて、市場をつくるだの何だ、そんな構想もあ

ったんですよね。そういったことじゃなくて、いろいろな今日の経済情

勢とか見て事業展開するというのは、当然の流れかというふうに思いま

す。 

 １つちょっと確認したかったのは、この商工団体への支援ということ

で、これはずっと続けている事業だとは思うんですけれども、そもそも

商工団体の組織率がどんどん下がっていて、アウトサイダーみたいな方

たちがどんどん増えていく中で、なかなかこの事業のあり方というもの

が非常に問われているんじゃないかなと思うんですね。で、アウトサイ

ダーのほうが今はもう当然多いわけなので、なかなかこういった支援だ

けでは難しいのかなと。なので、こういういろいろ新たなビジネス展開

等々のことを多角的にやっているのかなという、そういう理解でもあり

ますので。 

 このシートだけ見ると、今後の方向性は読み切れないんですけども、

そういった従来のやり方だけじゃなくて、いろいろと新たな、ここにも

書いていただいているんですけど、「新たなビジネスや起業を生み出す

支援等を充実することで」というふうに書いていただいているので、そ

の中にいろいろ今後の状況を見た新たな施策を組み入れて、旧態依然の

ものだけじゃなくてやっていくということの期待も含めて私は４という

ふうにさせていただいたわけでございますけれども、そういうことでご
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ざいます。 

 以上です。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。判断が難しいというようなご意見もあ

りましたけれども、いろいろと課題ですとか、今後の方針ですとか、そ

ういったところはご意見いただけたかと思いますが、進捗状況の評価の

ところで、そのほかご意見やご質問があればお願いしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

武藤委員  さっき言っていた29年、33年ですか、そういうときしか出てこなくて

指標を設定しているというのは、これは問題ないんですか。指標がない

年。 

松本委員  問題ありませんね。 

谷本分科会長  この施策評価シートというのは、単年度でおつくりになられる。今、

私どもが見ている。 

湯浅委員  はい。そうですね、１年度。 

谷本分科会長  そうすると、例えば次年度おつくりになるときは、そこにさっきの…

… 

湯浅委員  すみません。この評価自体は、平成27と28年度の進捗状況を、28年度

末に評価したものです。 

谷本分科会長  そうですよね。これをまた次に評価をされる場合は、先ほど取り上げ

ていただいたまち・ひと・しごとの指標を入れていただくということは

可能なんですか。 

湯浅委員  指標は、このちよだみらいプロジェクトに掲げているこの指標です

ね。 

谷本分科会長  このまま使うということですよね。だから…… 

亀割委員  参考資料としては十分見られると思います。ご意見をいろいろいただ

いたので、次の評価をする機会があったときには、総合戦略のものを進

捗とのセットで出すことは、はい。 

谷本分科会長  そうですね。 

武藤委員  指標、目標値そのものは変えられない、113という。 

亀割委員  目標値ですか。 

武藤委員  これはもう決めているから。 

亀割委員  これ、10年の計画ですけども、５年サイクルで見直ししようと思って

いまして。そうすると、改定は……。 

湯浅委員  31年度に見直し、32年度に改正版を発行する予定です。 

亀割委員  32年度ですね。そのタイミングで一旦変えようかと思っています。も

う少し、10年で実効性ある、高い取組みになるように少し指標を変え

て、５年後に見直そうと考えています。 

坂田委員  達成しちゃったのもあるからね。 

亀割委員  そうですね。 

武藤委員  そうですね。 
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湯浅委員  そのほか、特段なければ、まとめに入らせていただきたいと思います

が、ポイント変更のある委員いらっしゃいますか。よろしいですか。 

 （「はい」の声あり） 

湯浅委員  はい。すみません。分科会長のほうにまた取りまとめをお願いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

谷本分科会長  はい。今の議論でＢという形になりましたけど、この結果については

よろしいでしょうかね。 

 （「はい」の声あり） 

谷本分科会長  ただ、附随意見で、今、指標のお話、いろいろありましたように、こ

のまま現状どおりの指標でいいのかどうかということについては、これ

はきちんと付け加えて修正、何らかの対応を考えていただくということ

で、先ほどあったような総合戦略の指標を準用するとか、次の評価のと

きには利用できるようにということを申し添えていただけるといいかな

と思います。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 主な取組みの進捗状況とともに、その他事項の中で、やはりこの指標

の見せ方ですとかあり方を含めて、そういったところでいろいろご意見

を踏まえて、こちらとしても今後の改善に向けてやっていきたいと思っ

ておりますので、受け止めさせていただきます。ありがとうございま

す。 

谷本分科会長  はい。お願いします。 

湯浅委員  では、ここで、次に施策の目標11の評価に入りますけれども、所管外

部長の教育担当部長がまちづくり担当部長と交代となります。このタイ

ミングでちょっと休憩とさせていただきたいと思いますので、10――ち

ょっと時間のほうがかなり押していて、８分ぐらいでよろしいですか

ね。15時30分ぐらいから始めさせていただきたいと思いますが。申し訳

ありません。よろしくお願いいたします。 

 （小川委員退室、大森委員入室） 

 （休憩） 

 

 （４）施策の目標11 

 

湯浅委員  それでは、施策の目標11につきましての評価に入らせていただきたい

と思います。 

 地域振興部長からご説明をよろしくお願いいたします。 

松本委員  はい。11番、消費生活に関わるものでございます。 

 千代田区の消費生活センターはここの区役所の２階にあるんですけれ

ども、そちらにご質問いただいています消費生活相談員という非常勤の

職員がおります。この相談員は、消費生活の専門相談員であったり、あ

るいは消費生活アドバイザー、あるいは消費生活コンサルタント、いず
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れかの資格を有して、それなりの相談経験も積んだ方を非常勤として採

用して相談に当たっているという状況でございます。 

 そして、多重債務についてのご質問をいただきましたが、確かに消費

者金融などで幾つも借金を抱えている方に対して、ここ10年ぐらい過払

いの問題がありまして、それでいっとき多重債務に関わる払い過ぎた金

利分を返してもらうという相談がかなり多かったんですけども、それ

も、もう10年たって、ほぼ落ち着いてきていると、そういうような状況

でございます。千代田区で大体年間20件ぐらいそういった相談があった

という感じでございますが、年代で見ますと、60歳以上の高齢者などの

相談というのはなかった。あるいは相談ができるかどうかという、そう

いうこともあるのかもしれませんけれども、大体平均すると、そういう

消費者金融等の契約で来た相談の平均年齢は50歳を若干下回っているぐ

らいの、それぐらいの年齢層の方の相談が多かったということでござい

ます。 

 一方、ご質問にあります高齢者の問題という点では、確かにこの多重

債務だけではなく、やはりいろいろなものを買ったりする、そういう契

約も含めて、やっぱり認知症が絡んでくると、同じ物を何度も買う契約

をしたりだとか、あるいはそもそも借金したりしていること自体を本人

がよく覚えてないだとか、そういうことはやはりこの消費生活センター

のほうでも出てきますが、そこはどちらかというと、消費者行政という

よりは、まさにそういう場合はもう、高齢者の生活全般をいかに支援し

ていくかという高齢者福祉の側面が圧倒的に大きくなりますので、そう

いった状況の相談者の場合には、やはり当然福祉部門あるいは社会福祉

協議会なんかも含んだそういった形で、その方の生活全般を見守り、い

かに生活を立て直すといいますか、補助する人をつけるか、そういった

方向に進んでいくと、そういうような状況のケースはこれからもだんだ

ん増えてくるというように思っております。 

 また、あっせん交渉の点についてもご質問をいただきましたが、消費

生活と申しても、基本的には相手との、購入などのいろいろな契約とい

うのは民民の対等な契約というのが基本でありまして、ただ、当然、相

手の商売をしている方と消費者たる個人ですと、当然知識や交渉能力な

どに雲泥の差がありますので、区としては消費者の側に立った、そうい

う支援を行っていくということなんですけれども、やはり、基本はやっ

ぱり自主的な交渉という線は崩していませんので、そのためのいろいろ

なアドバイスあるいは支援というところに重きを置いていますので、そ

の消費生活センターが自らその相手方とのあっせん交渉を本格的にやる

という考えは持っていないという、そういう立場に立っております。 

 こちらからの説明は以上です。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 ただいまのご質問につきましてのご説明、そのほか、この主な取組
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み、進捗に関するご質問で、何かございましたらよろしくお願いいたし

ます。 

谷本分科会長  よろしいですか。すみません。 

湯浅委員  はい。谷本委員。 

谷本分科会長  先ほど消費生活相談員の方、アドバイザーとかコンサルタント、専門

資格をお持ちの方みたいなお話もあったんですが、実際、今、体制とし

ては何人体制で運用されているのか。といいますのも、平日の９時半か

ら４時、16時。で、ネットで見ますと、「昼休みは混み合うので12時か

ら14時はなるべく避けてください」と書いてあって、かつメールの受け

付け、返答はしませんとあるんですが、この辺りのメールの受け付けと

か返答をされないというのは、どうしてなんでしょうかね。 

松本委員  まず、体制としては、消費生活センターの所長を含めて、所長が係長

級の職員ですけども、区の正規職員が２名おりまして、それ以外にこの

相談に当たる方が、非常勤が４名でやっております。それで、非常勤で

すので、交代制があったり、あるいは４時半以降はまとめをやったりだ

とか、そういう時間を少しとっているという形で、そのようなアナウン

スをしている相談時間帯になっております。 

 そして、現場の実態として、なかなかメールによる相談というのが、

なかなか、こう、実態がうまくつかめなくて、いい形のアドバイスなり

に結びつかないということで、メールによる相談は今受け付けていない

という形になっていますけど、確かにこれからどうなるかというのはあ

りますけども、やはりその人の声なり何なりを聞くことによって、その

実態、あるいは本人が言うこと以外に問題の本質がどこにあるのかだと

か、そういったことを直接お話しすることで対応しているというのが現

状です。 

谷本分科会長  そうですか。正直、この施策の目標に「相談、支援を充実します」と

あり、このいろんな課題のところでも、何か知名度が低いとか重要度が

低いと書かれているんですが、今、消費者はむしろ自己責任が迫られ

て、求められていて、物の売り買いもそうです、契約もそうですし、あ

りとあらゆる場面で、やっぱり自己責任ですよというふうに法体系も変

わってきている中で、消費生活センターの役割って、実はすごく重要な

はずなんですよね。 

 私が例えば自分が何か問題があって相談に行こうかなと思ったとき

に、９時半から４時までの平日の時間帯にやっぱり行けないですし、昼

休みに行こうと思って行くというのはなかなか難しいですし、かつ、そ

こでメールもだめというんで、電話相談を受けますといっても、電話っ

て、実はつながらないことが結構多いんですよね。 

松本委員  そうですよね。 

谷本分科会長  そういうのをトータルで考えますと、やっぱり、利用する側の目線に

立っていただけているのかなというのは、今おっしゃったようにメール
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のやりとりだけで実態を把握できないというのは確かにわかるんです

が、ネット上のいろんなトラブルなんか抱えるケースなんかも最近は増

えていますし、そういったものも、例えば、まず一報はメールでオーケ

ーですよとか、その後、実際にはじゃあいついつ予約して相談を受けま

すというぐらいの対応がしていただけないと、なかなか消費生活センタ

ーの必要性というか、役に立ちますよとみんなに言うのには、無理があ

るかなというふうに思ったんですけれどもね。 

松本委員  その点のご指摘は受け止めさせていただいて、持ち帰って、今後どう

するかというのは検討させてもらいたいと思います。 

谷本分科会長  はい。即答ということではなくて、今後のというところでちょっと気

になりましたので、ちょっと先に質問させていただきました。 

松本委員  はい。 

湯浅委員  そのほか、後ほどさまざまな課題については議論いただくとして、主

な取組みの進捗の部分の中で、評価に当たるようなご質問などがあれ

ば。 

武藤委員  なかなかこの指標だけだと、そういう個別の活動の何か進捗度合なん

ていうのはなかなか理解できないんですけれどもね。 

湯浅委員  そうですね。はい。 

武藤委員  だから、指標の中には、僕はこれは指標の論点になるのかなと思うん

ですが、「消費生活センターを知っている人の割合」というのは、それ

も重要ですが、やっぱり相談件数とか被害件数とか、あったほうがいい

んじゃないかというふうには思うんですけどね。 

松本委員  確かに。知っているかどうかというのは、まず本当の最初の一歩にす

ぎなくて。 

武藤委員  そうそう。 

松本委員  そこだけで指標がとどまっているというのは、確かにちょっと発展性

がないので、確かに今言われたような、内容、質的なものにだんだん指

標を深めていかなきゃいけないというのは、ご指摘のとおりだと思いま

す。 

坂田委員  相談件数なんかは、こう、ね…… 

武藤委員  こっち側に出ている。 

坂田委員  こっち側に出ていて、推移なんかも。という形にはなっていますけど

ね。 

湯浅委員  ちょっとこちらも指標が少ないということと、やはりちょっと判断、

評価がしにくいというようなご意見も多々あるかと思いますのが、お一

人様２分程度の報告の中で…… 

谷本分科会長  言っていけばいいですか。 

湯浅委員  報告の中で、そういう、ちょっと課題とかも改めて皆様にご指摘いた

だき、その後、ちょっと議論をまとめさせていただければと思うのです

が、どうぞ、出雲委員。 
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出雲委員  質問いいですか。 

 私、ちょっと理解が及んでいないんですけど、私、東京都の市部に住

んでいたとき、市ヶ谷にある東京都の消費相談センターを利用したこと

があるんですけど、これって、区って、皆さん置いているんですか。 

松本委員  多分市ヶ谷じゃなくて飯田橋じゃないですか、と思うんですけど。 

出雲委員  あ、飯田橋のところです。失礼しました。 

松本委員  あそこに東京都のがありますんで、ある意味では、ごく間近なところ

に区の相談センターと都のそういうのがあるという形になっています。 

出雲委員  普通は都を利用して、区は区で持っているような形なんですか。 

松本委員  要は、千代田区民であればどっちを使ってもいいという形になってい

ます。 

出雲委員  どっちを利用してもいい。これは置かなきゃいけないものなんです

か。もう、あっちに委ねちゃってもいい。 

松本委員  置かなきゃいけない設置義務はないと思いますね。 

出雲委員  義務はない。じゃあ…… 

松本委員  町、村なんかで、ないところはたくさんあると思いますから。 

出雲委員  区自らで、都も置いていらっしゃると。 

松本委員  義務はないと思いますけども。はい。 

出雲委員  ということは、重要だから置いているというような感じの理解でいい

ですか。それとも、何か別の理由がありますか。 

松本委員  相談を受けるというだけならば、都の体制のキャパが、それなりの人

がいれば、相談は向こうというのもあるかもしれませんが、区でやって

いる意味というのは、まさにその自己責任が増えているという中で、い

ろいろな消費者教育みたいなことを、このセンターがいろいろな事業を

企画したりしてやる。 

出雲委員  なるほど。そういうのもやりたいと。 

松本委員  そういう部分というのは、都がやるんじゃ、なかなか千代田区民まで

深くは浸透しないと思うので、そういう点では、やっぱり、区がやる意

味というのは大きいのがあると思いますね。 

出雲委員  啓発ということですね。 

松本委員  はい。そういうことです。 

出雲委員  はい。わかりました。 

 以上です。 

湯浅委員  はい。どうでしょうか。いろいろと、やはり、どうしても課題とか、

こういうやり方ですとか、そういったところに議論が入ってくるような

ことが多い施策だと思いますので、特に進捗に関してのご質問がなけれ

ば、ご報告とあわせて、その課題のご指摘、そこでもし質問があればご

質問もいただければと思いますけれども、その進め方でよろしいでしょ

うか。 

 （「了承」の声あり） 
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湯浅委員  はい。 

 では、すみません、谷本委員、よろしくお願いいたします。 

谷本分科会長  えっ、また行きますか。はい。 

湯浅委員  今回は逆で行きますか。 

谷本分科会長  じゃあ、外側から行きませんか。 

湯浅委員  では、そうすると最初が大森委員になりますけど。 

谷本分科会長  先ほどいらっしゃらなかったですね。じゃあ、こっちから行きましょ

うか。 

湯浅委員  それでは、ここは、坂田委員からお願いします。 

谷本分科会長  先ほどいらした部長から。 

坂田委員  はい。私は、相当評価が高い。で、オール４です。 

 これ、消費者問題は、ちょっとこの相談拠点というのが、なかなかこ

う、見つからない中で、この消費者センターというのが、よく普及啓発

活動から相談事、それをほかの機関につなげる役割、そういったものを

よく今までやってきているなと。 

 特に消費者問題の相談に来られる方って、都心区、まずは、高齢の方

はもちろんあるんでしょうし、学生なんだろうなと思うんですよ。で、

もう大学生というのも、相当区内、多いですから、いらっしゃいますの

で、学生さんがそういういろんなネット上のやりとりの中で、被害に遭

うとか、どうしていいかわからんという相談事なんだろうなと。それは

この地域の特色でもあるし、そこに対してはよく対応されているような

印象を持っています。 

 一方で、重要度、満足度からすると、区民の相談――ここが中庸です

かね、比較的。重要度としては、平均よりは落ちる。満足度も、そうだ

なあ、あんまり、比較的中庸なんだろうというふうに思うんですが。ま

ずは拠点としてそういうものがある安心感というもの、そして、そこで

の作業のあり方。とりわけ、大学関係者だとか大学当局にも随分話が行

っていると思うんですよね。それと、福祉関連の事業者なり関係部署、

そういうところに働きかけをして、そのネットワークというものを築く

ことを大事にしながら、ここの拠点で解決する話じゃ、きっとないもの

ですから、そういったことをよく取り組んでいるかなという印象を持っ

ています。 

 そういうところから高得点にしているんですけど、今後の取組みもそ

ういうネットワーク指標みたいなものがあると、わかりやすいかなとい

うように思って。 

 全てここで何かを解決する話じゃ、きっとないんでね。それぞれ餅は

餅屋で解決してもらえる、あるいは未然に防止をするという普及啓発が

相当大きな役割だなということで。そこは今後も期待をしたいというふ

うに思って、ちょっと高得点にしています。 

湯浅委員  はい。 
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 内部委員からになっていますけど、大森委員、大丈夫ですか。 

大森委員  はい。 

湯浅委員  よろしくお願いします。 

大森委員  なかなか、このセンターの性格が、教育だとか普及啓発というところ

まで読み込めなかったんですが、問題を解決するというところで、解決

するためには、相談員にさまざまなスキルがないとできないので、これ

は相当大変なことだなと思っています。で、幅広にいろんなことをスキ

ルアップしながら対応しているというのは、相当ご苦労をしているんだ

ろうなと思ったので、取組みとしたら４をつけています。 

 国にもやはり消費の相談機能ってあると思うんですが、国や都や区が

ある中の、その役割分担なのかカバーし合うのか、あるいは複合的にネ

ットで支えるのか。そこら辺をさらに明確にしていったらいいのかなと

思います。 

 あと、指標が、まあまあ、「知っている」というのも、認知度を上げ

るのも大事だと思うんですが、そこに相談をして役に立ったとかよかっ

たという、利用された人の満足度みたいな指標がとれるといいんじゃな

いかなと思いました。 

 今後の方針も、ご利用者が、千代田区のこのセンターに相談して助か

ったな、よかったなと思ってもらえるような、そんな方向性を明確にで

きたらなと思いました。 

 なので、指標と方向性は、３をつけています。 

 以上です。 

湯浅委員  ありがとうございます。 

 ここ、評価が、内部委員はＢ、Ｂと、学識委員がＣ、Ｃ、Ｃという形

と、あと一次評価シートは、所管部長がＡという評価をしております。 

 ですので、ちょっとこの評価、学識委員の方と区の内部委員でかなり

割れていますので、ぜひ、そういったところを含めて、多角的な、厳し

いご意見もいただければと思います。 

 特に、一番厳しい出雲委員のほうからよろしいですか。 

出雲委員  私、質問のときも少しお話ししましたけど、千代田区に置く必然性と

いうのがわからなくて。啓発というのは、今、ネット上のトラブルは、

大学でもそういうセミナーみたいなものをやっていますし、そこに外部

から、例えば私の大学だと神奈川県の方が来たりということがあるの

で、ここの大学だと千代田区の方が行かれていたりということはあるの

かなと思うので、そういう大学でセミナーがある場合にも、そういう外

部者の方というのはあり得るんだと思うんですけど。 

 1,000件の相談というのは、やっぱり少ない。深刻なものはあるのか

もしれないんですけど、何ていうか、啓発もあるんだと思うんですけ

ど、千代田区に置く必然性が私には理解できなくて。啓発事業などは、

消費者団体って結構多いと思っているんです。千代田区にどれほどある
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のかはちょっとわからないんですけど、私、ちょっと知り合いがそれを

やっている人が多いんですよ。この界隈ではないですけども。 

 だから、市民の間では取り組まれることで盛り上がっているイメージ

があります。子どものものなどを買う上での母親の会とか何かそういう

のも、結構あるように思ったんですね。だから、啓発関係は、そういう

ところの連携とか市民協働みたいな、そういうのがいいのではないかな

と。 

 そして、相談業務については、東京都にお任せをするか、あとは高齢

者総合サポートセンターの中に置いておけばいいのではないかなという

ふうに、ちょっと個人的には思いました。これを単独で置く必要性がど

れだけあるんだろうかと感じたので、３、２、３というような、低めの

評価になりました。 

湯浅委員  はい。 

 では武藤委員、お願いします。 

武藤委員  はい。私は、取組みについては、よくやっているという印象を得たの

で４なんですが、指標については、先ほどちょっと触れましたように、

センターを知っている人の割合だけではちょっと、その先の踏み込んだ

ところがわからないというので、３になっています。 

 最後、今後の方針のところは、今後の取組みというところを見ると、

消費生活センターの業務をより理解していただけるよう、パンフレット

をよりわかりやすく改訂しますとか、各年齢別に出前講座を積極的に実

施しますという、このセンターとの関係の事業だけの今後の課題になっ

ているので、やっぱりもう少し幅広く、この事業全体に対する今後の課

題、取組みというのを、ここは指標と要因と今後の課題。今後の課題と

いうのは、やっぱり事業全体について書くような、この表にしたほうが

いいのかなと、ここは２点と厳しく、総合でＣになっています。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 では、谷本委員、よろしくお願いします。 

谷本分科会長  はい。 

 私は、主な取組みが４で、これは、３つ目のところが割とポイントか

なと思ったのは、地域の消費者の安全・安心の確保のところで、一応こ

の安全確保地域協議会というものを設置して、他機関と連携しながら、

特に高齢者の方たちへの対応というのを力を入れてやっていらっしゃる

ので、その部分と、それから普及啓発でも大学等々との連携とかという

ような取組みの部分がありましたので、ちょっと機能充実の部分では疑

問符を持ちつつも、多角的な展開をされているというところは評価し

て、４にしてあります。 

 ２つ目の指標のところが２にしてしまったのは、知っている人の割合

だったら、もうちょっと高くしてもいいんじゃないかと。それに、変な

話、８割、９割、せめて９割から８割ぐらいかなと。ちょっと70％の目
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標値というのは低いんじゃないかなというところの数値と、やはり知っ

ている人の割合だけで指標を設定するということについては、この相談

支援の充実というところとうまく結びつかないので、先ほどもお話あり

ましたけれども、実際にご相談を受けた方たちの満足度であったりとか

というようなことも、入れ込んでいく必要があるのじゃないかなという

ふうに思いました。 

 今後の方針、２に近い３と言ったほうがいいかもしれないんですが、

やはり先ほど出雲委員のおっしゃったことも、一方で一理ありで、本気

でどこまでやるのというのを私はここで問いたい部分で、本当に相談支

援を充実したい、つまり教育のところも含めてトータルでやりたいんだ

ったら、もっとちゃんとやるべきだし、やらないならやらないで、もっ

と手放してというところで考えていくべきだと思っていて。私は、やる

ならちゃんとやってよねというところのスタンスなので、先ほど申し上

げたようにインターネットの取引の問題だったりとか、つまり、これま

での商品という話じゃない、サービスに関わるようないろんな消費者の

問題が出てくる中で、単に来た人に相談を受けますよというところだけ

では、新しい消費者の問題というのが発見できづらい、しづらくなって

いるというところもありますし、これは、これから議論が必要なことか

なと思って問題提起として投げますが、いわゆる行政のサービスもどん

どん契約に変わってきていますよね。 

 介護サービスは、まだケアマネジャーがいるからいいんですが、保育

所の利用のサービスとか、一応評価する方たちはいらっしゃるんでしょ

うけれども、なかなかそこにたどり着かないというか、とりあえずの入

り口として、あらゆるサービスの、消費サービスの相談というようなと

ころで考えていく場。区で持つんだったら、むしろそういうところまで

きちんと視野に入れて対応していくというんでしょうかね。とにかくこ

こにまず行けば、全部解決しなくても次の相談のところにつないでもら

えるとかという、ワンストップに近いところというんでしょうか、そう

いう視点で捉えていく必要も、もしかしたら今後はあるのかなというふ

うに思いましたので、そこはちょっと期待を込めて申し上げておきたい

というところであります。 

 もちろんいろんなお考えがありますし、体制もありますから、必要な

いということもあるかもしれませんが。という点です。 

湯浅委員  ありがとうございます。 

 主な取組み自体は、評価をいただいていると思いますが、指標につい

ては、やはりもうこれは決まったものですから、課題は課題として受け

止めていくしかないと思うのですが、今後の方針の中で、もうちょっと

こういったところを聞ければ評価が違ってくるというようなところがあ

れば、ご質問やご意見いただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 これも何か――どうぞ、はい、出雲委員。 
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出雲委員  じゃあ、いいですか。ここを窓口にして、ほかの部署に引き継ぐとい

うようなとき、それはもう手放してしまうんですか。それとも最後まで

関与されるんですか。 

松本委員  どちらかというと、他の機関なりにつなぐと…… 

出雲委員  手放すということですね。 

松本委員  そこで終わる形ですね、主には。 

出雲委員  そうですか。 

 どうなんでしょう、何か最後まで関与することで何か意義があり得る

んでしょうか。どうなんでしょうね、任せちゃったほうがいいという。 

松本委員  理想を言えばね、本当は結末まで全部、全件押さえるのが理想ではあ

るんでしょうけれども、なかなか現実的には。 

 渡した先も、こっちへ情報を、守秘義務的なことで、なかなか返して

くれないような機関も非常に多いので、なかなか全部は、最後まで把握

するというのは、現実的には無理なんだと思いますね。 

出雲委員  返さないんですね。そうですか。 

 そうすると、相談に乗って問題が解決された、されないというふうな

指標を出すことが難しいですよね。 

松本委員  その相談者にとっての解決したかどうかという点で評価しようと思う

と、わからないのが多くなるということですね。 

出雲委員  難しい。わからないですよね。引き継いで終わってしまう。 

松本委員  引き継いだことによって解決したという、区の立場での評価なら、で

きますけどね。 

谷本分科会長  投げかけ。 

武藤委員  でも、匿名希望でなければ、住所、千代田区内、聞いたりするんじゃ

ないかと思うんだけどね、お住まいはどちらですかとか。電話番号も聞

いておいて、１週間後とか１カ月後に電話してみるとかと。相手が出る

かどうかはわからないけれど。そういうフォローアップをちょっとする

と、把握できなくはないですよね。そこまでやるかどうかということで

すけどね。 

出雲委員  基本は、こういうトラブルの解決策はこう、こういう場合はこうと示

してもらえるとありがたいですよね。何か一定のパターンがあるならば

ですけど、そうしたケース別の例が示せないほど細かい相談とかという

なら難しいかもしれないですけど、何かありそうな感じも。 

松本委員  そうですね。つくれないことはないでしょうね、そういうパターン

は。 

武藤委員 そうですね。 

出雲委員  対応マニュアルみたいな。そういうのがたまに広報誌にでもあれば、

あ、こういう感じかとかって、区民の方は思うかもしれないですけど。 

 でも、最後まで見ないとわからないですよね、相談の終わり方がどう

なるのかというのが。 
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坂田委員  東京都との役割分担というのは、基本的になくて、全く同じようなこ

とをやっているということでいいのかな。よくほら、事業者でもこれは

この悪徳業者みたいなものをもう東京都はばっと持っていて、これ、常

習のところだよねみたいな話を聞くんだけどさ。 

 区でもそういう今までの実績を持っていて、ここはこういう傾向のあ

る企業だとか、ここはどうだ、そのときの対応策は、前例だとこうやっ

ているよねみたいなという、そういう蓄積ってあるよね。あることはあ

るんだよね。広域的に――そうすると、出雲先生が言われるように、二

重になるのかな。 

 全く間に仲介は入らないんだっけ、これ。例えば、その事業者と消費

者の間に。 

事務局  ちょっと発言してもいいですか。 

坂田委員  うん。 

事務局  この消費生活センターなんですけど、非常に有用だというふうに私は

思っていまして、消費センターの消費者のこの問題というのは、どんど

ん巧妙化していってしまっていて、福祉の人がとても追いつけるような

分野じゃ、なかなかないので、もう新たな手がどんどんどんどん出てき

て、そのたびに、このセンターのほうで、国とか東京都からの情報を得

て、それを福祉のほうの人に流してくれるという。それで普及啓発がで

きるというのがありましたり。あとは、福祉のほうで、変な手紙が来た

けれども、それをどういうふうに処理したらいいかわからないというよ

うな問題もこの消費センターにつなげると、話を聞いて警察のほうにつ

なげてくれたりということで、非常にうまくこう回しているなというの

があります。で…… 

坂田委員  俺も何か印象がいいんだよね。 

事務局  高齢者の方は、自分が被害に遭ってしまったことを公にされるのがす

ごい嫌がる方も多くて、隠したり、何でしょう、そういう場合も多いん

ですけど、そういう方を説得して、ほかの人の役にも立つというか、情

報提供にもなるからということで、匿名で情報を流してくれたりという

ので、千代田区はちっちゃなところなので、ちょっと話を聞くと、あの

人ねとわかるようなところなので、そういったところもうまく情報提供

をしてくれてやっているので、それで防げた例というのも何件かあった

かなと思うんです。 

坂田委員  そう。 

亀割委員  さっき出雲委員がおっしゃった高齢者センター、高サポに置くのだっ

たらというのは、そういう趣旨ですよね。区がやる役割としては…… 

出雲委員  そういうのをそこに置いちゃったほうが早いんじゃないですか。 

坂田委員  置いちゃったほうが早いということね。 

亀割委員  そこに特化して、東京都は広域的にやっているのかというならという

ことですかね。 



- 45 - 

出雲委員  ええ、何か高齢者にちょっと特化して、区としてはやってみますみた

いな。 

亀割委員  そういう意味で言うと、確かに役割分担と思えば。 

出雲委員  新しい施設もできたしというような。 

坂田委員  大学は大学さんでやられているというお話ですけど、案外学生が来る

よねという。その傾向が相当高いので。 

出雲委員  そうですか。 

坂田委員  で、うちは11大学との連携みたいなことをやっている中で、大学関係

者がみんな集まった中で、この話をやっぱりするわけですよね。学生が

こんなひどい目に遭っていますよなんていう話をね。今の傾向とか。 

 だから、そういうことで大学さんも動いてもらっているんじゃないか

なという気がするんですよ。 

武藤委員  いや、法政大学なんかは結構動いているので、法政大学生は、相談に

はここには来ていないんじゃないかと思うんですが。 

坂田委員  わかりません。 

事務局  結構お子さんのインターネットの被害もすごい多いらしくて、見ては

いけないサイトを見て、すごい請求が来ているなんていう…… 

武藤委員  よくあるパターンですね。 

事務局  相談にも乗って、交渉もして、お金を取り下げたというような事例も

あったようです。幅広い年齢で活躍されているのかなと。 

谷本分科会長  残念ながら、今そのお話がこの表だけだと見えないところで、今すご

くこう、有用に動いている話が一切ここに見えてこないというのが、表

現の問題なのかもしれないんですけれども。 

 例えば、滋賀県の野洲市でしたっけ――が、消費生活相談員の非常勤

だった方が、すごく中心になって動かれて、消費生活というところか

ら、あらゆる生活相談まで展開していって、やっていらっしゃるような

ケースもあるんですよね。だから、私なんかは、むしろそっちに期待を

かけちゃうところがあって、先ほどおっしゃったように千代田区なんか

は小さいところだから、まさに相談に来た方の生活のあらゆるところが

見えてくるので、多重債務の話なんかも、ただ単にその借金を返したと

いう話だけじゃなくて、それ以外に例えば精神的な問題を抱えていたり

とかといったら、じゃあ保健センターにつなげましょうとか、いろんな

やり方がとれるんじゃないかなというところもあるので。 

坂田委員  なるほど。そうか。 

谷本分科会長  その辺が、今、何ていうのか…… 

坂田委員  みんなに…… 

谷本分科会長  表だけだと、どうもこう、見えづらいというか見えないところが残念

なところではありますよね。 

湯浅委員  そうですね。そういったところで、やはり内部職員の評価が少し高い

というのはそれなりに理解しているというところが多分にあるのかなと
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いうところは、ご意見を踏まえて感じています。 

 そのほか、何かご意見がございましたら。 

坂田委員  うちは、消費者団体というのは、案外あるんですかね。 

松本委員  あんまり…… 

出雲委員  活発なイメージがあるんですけどね。 

坂田委員  ほう。いや、区内で…… 

谷本分科会長  いや、むしろその地域コミュニティみたいな話と結びつけるんでした

ら、そういう掘り起こしはしたほうがいいかもしれないですよね。 

 さっきおっしゃったように、お子さんのというぐらいの世代の方たち

が地域とつながるきっかけは、こういう消費生活活動みたいなのって…

… 

出雲委員  多分これですよね。 

谷本分科会長  ありますもんね。だから、もう少し、こう、幅広い視点で捉えていた

だいて。 

坂田委員  なるほど。 

谷本分科会長  私が住んでいる北区なんかですと、昔の主婦層、昔の若い方、生活学

校運動というのがあった時代の方たちがやはり消費生活団体として活動

されていて、今も消費生活センターを支えて、いろんな啓発事業とかを

やっていらっしゃるんですよね。もう、ちょっと年代層が上がっちゃい

ましたけど。 

 だから、新しくこの、千代田区なんかは、若い世代の方たちにそうい

うきっかけづくりというのはできると思うので、おもしろいかもしれな

いですね。 

湯浅委員  消費生活センターは、いろいろと議論尽きないところですけれども、

そろそろまとめに入らせていただければと思っておりますが、特にご質

問なければよろしいでしょうか。 

 （「了承」の声あり） 

湯浅委員  はい。では評価のポイントを変更される委員、よろしいですか。 

坂田委員  指標は３にしようかな。 

湯浅委員  はい。では、坂田委員の指標が３に変更になります。 

湯浅委員  ポイントをどうのというところではございませんので、あくまで皆様

方のご意見をいただくことが大事です。主観的な部分がございますの

で、その修正があれば確認をさせていただいているだけでございます。 

 では、特段なければ、分科会としての評価を決めさせていただきたい

と思います。計算はよろしいですね。はい。 

谷本分科会長  とりあえず、よろしいですか。 

湯浅委員  では、すみません、分科会長、よろしくお願いします。 

谷本分科会長  はい。じゃあ、Ｃということになりましたけど、よろしいでしょう

か。 

 （「了承」の声あり） 
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谷本分科会長  ただ、今の中で活発な議論もございましたように、外部の者にはなか

なか見えづらい地道な活動をしていらっしゃる組織だということは議論

の中で見えてきたところも多々ありますので、そこがこう、今後うまく

この評価シートの中で表現できるような工夫を今後されていかれるとよ

ろしいかなというふうに思います。 

 区民の方にお見せするのは多分これが基準になっちゃうので、ここだ

けを見ていただくと、やっぱりどうしても外の目で厳しい目になってし

まうと思いますので、そこのところのご配慮をぜひお願いしたいと思い

ます。 

湯浅委員  はい。評価制度自体も、ここにも関わってくる問題だと思いますの

で、しっかりと受け止めさせていただきたいと思います。ありがとうご

ざいます。 

 確認なのですが、あと施策が２本あるんですが、この様子ですと、予

定時間を過ぎそうな見込みなのですけれども、今後のご予定で、５時を

過ぎても大丈夫ですか。 

武藤委員  大丈夫です。はい。 

湯浅委員  若干過ぎることが予測されますが、よろしいですか。大丈夫ですか。 

 

 （５）施策の目標30 

 

湯浅委員  では、すみません、引き続き、施策の目標の30に入らせていただきた

いと思います。 

 委員の交代はございませんので、所管部長の地域振興部長からご説明

をよろしくお願いいたします。 

松本委員  はい。目標30番、地域力の向上でございます。ご質問いただいており

ます。 

 指標について、挑戦は見られるが、なぜ昼間区民に地域活動に参加す

ることを求めるのかよくわからないということでございます。大学生に

参加してほしいということなのか、大学生以外に可能性があるのか、企

業の方に期待するといっても疑問があるということでございます。 

 皆さん千代田区のことをよくご存じなんですが、夜間の定住人口６万

人に対しまして、在勤・在学などの昼間人口は80万ちょっとで、ちょう

どあさってに27年国調の昼間人口が発表になるそうでございますけれど

も、恐らくそんなに大きくは変わっていないのかなと思いますが、それ

で、一応、在勤・在学等のはっきりした居場所のある人は80万人、あ

と、それ以外にも、仕事や買い物、観光などで一時的に来る来訪者は１

日300万人と言われております。 

 この地域力ということを考える場合に、さすがにその300万の一時的

な来訪者は除外するにしても、やはり定住夜間人口だけじゃなくて、在

勤・在学という一定の時間、長く千代田区に日中いる方は、やはり抜き
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には考えられないというのを千代田区の基本的な方針としておりまし

て、それはどの分野でも同じだと思います。 

 現実に町会などでも、やはり霞が関ですとか大手・丸の内・有楽町辺

りというのは、まさに住民がいなくて企業だけの町会みたいなのもあり

ますし、また、在勤者・在学者という個人の立場としても、社協でやっ

ているいろんな企業ボランティア連絡会だとか学生向けのボランティア

活動なんかにも、たくさんの方に参加していただいています。 

 また、まちみらい千代田というところが、まちづくりサポート事業と

いういろんな事業を公募して、それで、通ると補助金がもらえる活動な

んかにも、やはり大学生のグループあるいは在勤者のグループなどが多

数応募して、活動されていたりしております。あとは、まさに大学・専

修各種学校などとも、いろんな協定の中で、いろいろな活動をしていた

だいているということで、やはり力として昼間区民というものをきちん

と捉えているということでございます。 

 また、例えば大地震などが日中に起きた場合というのは、当然、区の

防災対策対象の人員、人数というのは、６万人じゃなくて、やっぱり80

万人を対象にしてやっていかなければいけませんし、もちろんその80万

人全てが被害者ということじゃなくて、逆にその80万人がお互いに助け

合っていくという、そういう戦力にもなってもらわなきゃいけないと、

そういうような立場で、この地域力の向上というところは、考えている

というようなところでございます。 

 この事業全体は、まさに幅広いいろいろな取組みで、町会に対するも

のだとか昼間区民に対するもの、個人に対するもの、いろいろなもの

が、施策としては、非常に幅広にやっていく中で、全体としての千代田

区の地域力を高めていこうというような取組みをいろいろ試行錯誤しな

がらやっていると、そのような状況でございます。 

 こちらからは以上です。 

湯浅委員  ありがとうございます。 

 先ほどと同じような形で、引き続き進めさせていただきたいと思いま

す。 

 今後、委員の方々に評価をいただくわけですけれども、評価に関わる

ようなことで、進捗状況の確認をする中でのご質問、ご意見などがあれ

ばこちらで承りたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 武藤委員。 

武藤委員  じゃあ。「ＮＰＯ・ボランティアとの協働に関する政策提案制度の提

案件数が24年度以降０件であり」ということですが、24年度、25、26、

27、３年間ぐらいあれですか、３、４年、０件で。 

松本委員  ええ。そうです。 

武藤委員  審査員、審査のような中の１人でやりましたよね。 

松本委員  ええ。 
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武藤委員  でも、そうですか、もう出尽くしちゃったんですかね。その前のとこ

ろでは、何件か、数件はあったんでしょうか。 

松本委員  そうですね。そこで採択されたので、引き続きずっと、今でも、もう

経常業務になっていてやってもらっているのは、例えば障害者向けのい

ろいろな、例えば視覚障害者に対する道案内的な、そういう仕組みをつ

くったりだとかいうような分野では、ずっと何年も継続して取組みやっ

てもらったりして、この事業からも続いているのとか、そういう成果は

あるんですけれども。 

谷本分科会長  それって、対象は、もう、ここに書いてあるように、ＮＰＯ・ボラン

ティアとしかやらないということですね。自治体によっては、もう、か

なり企業も視野に入れて、企業との連携みたいな形で提案されていると

ころがあるんですが。 

松本委員  それはやっていないですね、千代田区は。 

谷本分科会長  やっていないですね。ここのところも頭打ちになっているというか、

なっていて。出てこないかな。 

湯浅委員  そのほか、何かございませんか――出雲委員。 

出雲委員  先ほど質問させていただいた件なんですけど、指標のときに、夜間の

区民が地域活動に参加したことがある割合というのは問わないで何か昼

間区民の方だけを問うているので、何となく違和感があったといいます

か…… 

松本委員  なるほど。 

出雲委員  地域活動はやっぱり住んでいる方がまずは主体になって…… 

松本委員  そうです。 

出雲委員  その中、すき間を埋めるという意味の役割が昼間区民の方なのかなと

かというふうに思ったものですから、そっちの方の指標はないなとかと

思ったんですけど。 

 それで、何か昼間区民に関しては20％となっていて、夜間区民の方が

ないといったような。 

松本委員  なるほど。上の指標は…… 

出雲委員  むしろ昼間区民の方が引っ張っていくというようなことなのかとか思

ったんですけど。 

松本委員  上の指標、いざというとき相談できる近所付き合い云々というのは、

調査の手法が世論調査ですから、在住区民を対象に毎年聞いているんで

すね。 

 ただ、それですと、昼間区民の動向が全くわからないのでということ

で、昼間区民だけのインターネット調査で下の項目を聞いているんで、

確かに全く同じ項目を聞いているという構図にはなってはいないと思う

んですが、ただ世論調査の中でも、いろいろなその地域とのつながり的

なことは、でも、近所付き合いになっちゃうのかな。 

谷本分科会長  ご近所付き合い。 
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出雲委員  相談できるのが50ということは、地域活動に参加したことがある人

は、かなり低いということですよね、きっと。 

松本委員  それと別の項目で、区政への参加状況というのを世論調査の中でやっ

ていまして、そこはまさに町会の活動だとかボランティアの活動だとか

防災への活動だとかという、そういうのを区民向けにも聞いているんで

すが、ただ、全く同じ設問じゃないんで、ちょっと正確な比較できない

かもしれないですけど、うまく集計すれば、夜間区民は何割で、昼間区

民は何割みたいなのは、出せないことはなさそうですね、ちょっと作業

を工夫すれば。 

出雲委員  そうですか。 

武藤委員  僕も住民の割合というようなものが必要ではないかなというふうに。

昼間区民の割合があるんだったら、夜間住民の割合もあったほうがいい

んではないかなというふうに思いましたね。 

湯浅委員  何か、特段なければ、また…… 

谷本分科会長  じゃあ、１点だけ伺っていいですか。 

湯浅委員  はい。 

谷本分科会長  すみません。これがわからなかったんですが、出張所・区民館の整備

で、「万世橋エリアの万世橋出張所・区民館の整備を行います」とある

んですが、これはまさにこういう地域力の向上に役立つような拠点とい

うか施設なんですか。出張所というと、普通、こう、行政サービスを提

供するだけというふうに読めてしまうんですけど、どういった機能が想

定されているのかと思いまして。 

松本委員  はい。千代田区には６カ所の出張所がありまして、それは全て集会室

などの、区民館と言われているものを併設している形です。 

 それで、他の５カ所は、比較的最近全て改築をして、きれいにしたん

ですけど、この万世橋のところだけがもう古くて、老朽化のままで残っ

ているということで、やっと最後に、６つ目のこの万世橋の出張所・区

民館が改築を今計画しているというところで、ここに載っているところ

です。 

 ただ、当然新しくつくるわけじゃなくて、今ある老朽化したものを改

築するだけですので、これを改築したからって、いきなり地域力が向上

するというものではありませんけれども、ただ、当然この施設の改築と

いうのは、区の行政の中では、比較的金額的にもありますし、数年間の

計画的な進捗を管理していかなきゃいけないという意味でも、主要な事

業のうちの１つになってきますので、この10年後を目指した主な施策と

いう中には、そういう施設建設絡みは入れるということでここに入って

いるという、みらいプロジェクトのつくりにはなっているんですけれど

も、この施策の目標を達成するための重要性という意味からすると、そ

んなに高いわけではないということですね。 

谷本分科会長  はい。ありがとうございます。 
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湯浅委員  他に。 

 出雲委員。 

出雲委員  もう一点ありました。 

 以前、外部評価に関わったとき、個人の地域活動みたいなのも支援し

たらどうかみたいな何か意見がたしか出て、それを受けて多分ここに個

人への取組みというのが始まっているんですよね、きっと。 

 だから、そうした取組が始まったのはよかったというふうに思ったん

ですけど、一番上の地域問題の解決というのは、個人だろうと町会だろ

うとなかなか難しいハードルだと思っていまして、集まるというだけじ

ゃだめで、何か問題解決しなきゃいけないという施策になっています。

そのためにはある程度職員の方が導かなきゃいけないというような意見

もあるし、それは自立的な活動だから、そこまでは必要ないというふう

な意見も両論あると思うんですけど、千代田区はどっちの立場に立って

いらっしゃるんですか。 

松本委員  これまで、基本的には、やはり、あまり行政が直接手を出さないほう

がいいだろうということで、全体的には取り組んできていると思います

けれども、それだと、やはり、その地域の課題がまさになかなか解決に

…… 

出雲委員  には、至らない。 

松本委員  至ってこないということで、一応今年度、モデル事業なんですけど、

まさに６つ出張所があるうちの１つの出張所のエリアの、連合町会とい

うのが１個、出張所エリアにあるんですけど、１つの連合町会のモデル

に手を挙げてもらいまして、そこでのいろいろな町会の集まりに、区の

ほうでファシリテーターを派遣するという…… 

出雲委員  なるほど。 

松本委員  そういう事業を今年度やって、ちょうど先週開始したところです。そ

ういうところで少し、行政そのものではないんですけれども、そういう

形で側面支援をして、それがうまく課題解決に結びつくかどうかという

辺りを今年度いろいろやった成果を報告にまとめて、もしそれがうまく

いくようであれば、報告書をほかのエリアにも配ったりして、こんなよ

うなやりとりというのも可能ですよみたいなことでＰＲしたりと思って

います。 

出雲委員  なるほど。 

湯浅委員  はい。 

 そのほか、よろしいでしょうか。 

 （「なし」の声あり） 

湯浅委員  はい。 

 では、今のご質問、ご意見に関して、評価が変わられる方は。 

武藤委員  はい。主な取組みは３にしたいと思います。それから、指標も同じく

３に変更して。はい。だから、Ｃは変わらないんですけどね。 
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出雲委員  私、主な取組みを４でお願いします。理由は、前回の評価よりは結構

進んでいらっしゃるというような印象を持ったということであります。 

武藤委員  そうですね。 

湯浅委員  後ほど、またお伺いさせていただければ。 

 それ以外はよろしいですか。 

 （「なし」の声あり） 

湯浅委員  では、また、坂田委員からよろしいですか。 

坂田委員  はい。私は、もう平均的なところなんですけども、この都心の――そ

もそも地域力ということも、相当こう、いろんな意味を持っていて、難

しい。何がそれを支えるのかというと、全ての事業だと言わざるを得な

いようなところがあるんですけども。とりわけうちの問題というのは、

この人間って、人の流動性が相当高いところで、定着率というのも低く

て、企業・団体は入れかわりも激しい、個人も入れかわりが激しいとい

う中で、地域の課題が出てきたときに、地域の中の人間関係というのを

大事にしていかないと、解決の糸口がないというようなことで、今いろ

んな取組みをされているんですよね。で、少なくとも昼間区民という企

業・団体さん、そこに勤める方々という方々も、いろんな意味でこの千

代田には恩恵も受けているはずです、インフラを含め、全て。ですの

で、その責任の一端を担っていただくということは、この土地柄だとし

てはいたし方ないというか、そうしていただかなければならないという

ところがあるんだろうと思います。 

 とりわけ個人に関して言えば、コミュニティという発想で、今までい

ろんな地縁的なものを今ここを中心に話をしていますけど、いろんなレ

ベルで、いろんな次元でこのコミュニティというか仲間づくりがあるん

だろうと思います。そこは、そこでの相談機能だったり、いろんな課題

解決機能があったりする。けれども、地縁ということを考えたときに、

やはり防災・防犯だ何だという、震災を受けて、もう一回やっぱりこの

地縁の大切さみたいなものを改めて再認識させられて、そこでのやっぱ

り住民の活動、育成の参加というやつをもう一回捉え直してみたという

ところなんだろうなというふうに思っています。 

 ただ、既存の町会と、また新住民も相当増えていますから、とりわけ

居住形態としてもほとんどがマンションですから、なかなかこう、人の

つながりができないという中で、いろんな形で苦労されていて、仕掛け

をつくってもらっているということはあります。 

 ただ、一方で、昨今はエリアマネジメントという発想が随分定着して

きましたよね。それは、企業、団体、法人、個人含めて。今、うちの中

では５カ所ぐらいかな、５カ所ぐらいのエリアで、エリアマネジメント

ということで、そこでの自治活動。それは、環境美化であったりイベン

トごとであったりして、人をこう、地域を守る活動、地域を、その魅力

をアップさせる活動みたいなことにも取組み出しているんでね。従来の
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町会なり地縁団体では難しい側面を、エリアマネジメントというくくり

の中で解決していくという方策も、今後、一方では考えていかなきゃい

けないのかなと思っています。 

 そういう意味で、今後の方針の中では少し期待感を持っているんです

けれども、あと主な取組み、指標については、まあまあ、今のところ考

えられることをこうやっているんで、今後のエリアマネジメントという

発想の中で地域を再構成するという、その芽が出ているんで、そこに期

待をしてということでございます。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 では、大森委員、よろしいですか。 

大森委員  はい。取組み自体は、恐らく膨大な事業を抱えながらさまざまなこと

を取り組んでいると思うんですね。総合的に、地域の主体的な活動を幅

広に千代田区は支援していると思っています。なので、４です。 

 昼間区民の指標は低調なんですが、近所付き合いはおおむね計画どお

りかなと。 

 今後の方針としては、例えば、より効果的なものにしていくという、

コメントがあるんですけれども、効果的にしていくためには、情報共有

だとか交流連携などの質を高めるような視点が今後要るんじゃないかな

と思います。 

 あと、坂田委員が言ったように、町会や商店会という既存の枠組みと

は別に、新たにまちを育てるという、そういった担い手として地域をマ

ネジメントする力を持った組織というのを育てていければ地域の力にな

ると思います。今支援がない中で頑張っているそういった組織にも、町

会や商店会と同じような何か支援をしてあげると、より頑張ってもらえ

ると思うので、支援や育成も視野に入れていただけたらなと思います。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 では、続きまして、学識委員の中で、武藤委員が２つ、ちょっと評価

が変わられていますけど、その辺のご意見も踏まえて、ぜひご報告をお

願いできたらと思います。 

武藤委員  はい。主な取組みは、提案件数がゼロだったということをちょっと重

視し過ぎていたので１ポイント上げたということと、指標については、

夜間区民の指標を入れたほうがいいというつもりでだったんですが、２

は厳しいかなと思うので３にして、今後の方針も今お話があったよう

に、エリアマネジメントなどももう既に始まっているということですの

で、これも私のここの今後の取組みの表現は、指標についてしか書いて

いないので、もうちょっと全体の取組みについて書けるようなスペース

があるといいんじゃないかというところで、もう１点上げました。 

湯浅委員  それでは引き続きＣですね。 

武藤委員  Ｃですか。 

湯浅委員  評価ではございませんので、はい。２、２、２の多角的なご意見も非
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常にありがたい限りでございます。上げていただくのも、そこは主観的

なところもございますので、はい、訂正につきましては、ご意見をいろ

いろといただければと思います。 

 じゃあ、もう一つ、出雲委員のほうも少し評価が変わられていますの

で、その辺のポイントも踏まえてご意見いただけるとありがたく思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

出雲委員  はい。ありがとうございます。 

 前回の評価した時よりも取組みが進展しているというようなご説明を

伺ったので、３から４に上げさせていただきました。 

 資料からは、ちょっとそこまで読み取りにくいものがあったものです

から、一般的な評価となっていたんですけど、地域問題の解決という点

まで課題を認識されて取り組んでおられるという点が、４の理由です。 

 指標については、目標値まで結構距離があったりとか、とりわけ昼間

区民に何か過度に期待しているというふうに思ったので、３でした。 

 今後の方針では、出張所の建設について十分に把握できなかったんで

すけど、こういったものを通じて集いの場をつくるみたいな方法は、

今、結構多い。もう建物をつくっちゃうとコミュニティはつくられちゃ

うみたいな考えがあって、場所さえあれば人の行動は変わるというふう

なところがあるかと思います。ただ、現状では、そうした集いの場とし

ての出張所というよりは、一般的な出張所の建設にとどまっているのか

なというふうに思って３ということになりました。建設後の出張所の使

われ方について全体像がちょっとわからないところもありました。 

 以上です。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 では、谷本委員、よろしくお願いします。 

谷本分科会長  はい。主な取組み４、指標が３、今後の方針３ということで、主な取

組みにつきましては、もう地域力の向上は幾らやっても見えないですよ

ねというので。 

 民の主体的な活動というのが前提ということで取り組んでいらっしゃ

るので、どうしても行政の側は環境整備等々の支援でとどまらざるを得

ないので、そういうところは理解ができるというかやむを得ないだろう

なというふうには思っています。 

 ただ、いろんなことに手をつけ過ぎちゃって、果たしてそれ、逆にそ

れでいいのというところも、一方で、ちょっと立ちどまって考えたほう

がいいかなというところもありまして、これまでやってきたことを精査

して、さっきエリアマネジメントとかとお話もありましたけど、逆にこ

こは仕掛けていかなきゃいけないよというポイントは、やっぱり絞って

やっていただく必要があるんだろうなと。 

 また、今、出雲委員からもお話がありましたように、その中で公共施

設の整備というのは、１つポイントのタイミングだと思いますので、仕
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掛けとうまくつなげていけるような展開が、この万世橋のエリアの単な

る貸し館、集会施設じゃなくて、使っていただけるような、町会じゃな

い人たちもそこを使って何か活動が展開できるようなというところを、

むしろ積極的に外に対して打ち出されていったらおもしろい展開ができ

るかもしれないというところでお話ししておきます。 

 それから、２つ目の指標は３なんですけれども、昼間区民の地域参加

に期待するというのは確かにわかるところもあるんですが、実際に今取

り組んでいらっしゃるのは、大学、専修学校、ＮＰＯ、ボランティアと

いうことで、一番大きい企業は何かどこかへ行っちゃっているんですよ

ね。本当にここの参加割合を上げたいんだったら、企業の取組みという

か企業との連携というのを、もうちょっと個別の施策として入れていか

ないと、実際には数字を上げていく、その学生の方だけでは、とても

15％、20％と上げていけないはずなので、もしこの数字を本気で上げて

いくんだということであれば、企業との連携も含めて入れられたらいか

がでしょうかということです。 

 今後の方針は３というのは、主な取組みとちょっと重なってしまうと

ころでもありますけれども、もう、あまりばらばら、いろんなことに力

を入れないで、行政の支援のところはどこか絞り込んで、あとはもう自

主的に皆さんやってくださいと。むしろ区民の側から提案があったら、

そう、じゃあ一緒に考えて新しい仕組みをつくりましょうというよう

な、むしろ門戸を広げていくほうのが、これからの取組みとしてはいい

のではないかなというふうに思っています。 

 はい。以上です。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 いろいろご意見いただきましたけれども、今の皆さんのご意見を踏ま

えて、また新たなご意見もしくはご質問があればこちらでお受けさせて

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 （「了承」の声あり） 

湯浅委員  では、よろしければ、分科会長、おまとめのほどを。ちょっと採点係

に確認しますので、計算係を…… 

谷本分科会長  Ｂに上がりましたね。はい。 

湯浅委員  いいですか、点数と評価。大丈夫ですか。 

谷本分科会長  点数と評価で、そうですね。 

湯浅委員  はい。オーケーです。 

 では、お願いします。 

谷本分科会長  はい。主な取組みが18、指標が16、今後の方針16で、合計50に上がり

まして、全体的でＢになったということで、全体としては取組みを比較

的高い評価を皆さんしていただいていたかと思うんですが、コメントの

中にも幾つかありましたけれども、やはり昼間市民に期待し過ぎるよ

り、もっと夜間区民の参加というのもちょっと取り組んだほうがいいん
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じゃないかというご指摘もありましたので、その辺もちょっと視野に入

れていただいて、少しこの指標の設定の仕方等々、考えていただければ

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

谷本分科会長  お返しします。 

 

 （６）施策の目標31 

 

湯浅委員  それでは、お時間もございませんので、引き続き施策の目標、最後で

すね、31の評価に入りたいと思います。 

 こちらも交代ございませんので、所管部長の地域振興部長のほうから

ご説明をよろしくお願いいたします。 

松本委員  はい。31番、マンション内コミュニティの醸成でございます。これも

ご質問をいただいております。 

 まず主な取組みについて、まちみらい千代田の活動実態ということ

で、新しい取組みが試行錯誤されており、特にマンション防災対策には

一定の成果があると。ワンストップサービスがうまく連携の起点とな

り、効果につながっていると考えてよいかというご質問でございます。 

 ご指摘のとおり、これまで区の災害対策・危機管理課あるいは住宅課

などでさまざまやっておりました事業をまちみらい千代田に移行し、そ

れ以前からまちみらい千代田で行っていたマンションの相談ですとか連

絡会、防災計画策定支援などの事業と一体的にワンストップで行う体制

となりまして、マンション施策全体を視野に、事業運営をまちみらいが

できるようになったということで、私どもとしてもこれは非常に成果が

上がっているというように思っております。具体的にも、マンションに

関する相談の件数なども着実に増えてきておりますので、そういう意味

からも成果が出てきているかなというように思っております。 

 次に、今後の方針のところで２つ、ご質問をいただいております。 

 まず、自主防災組織についての記載がないが、設立状況はどうなって

いるかということでございます。あと、それに付随して、マンション住

民の避難所運営はどのようなことになるのかということですが、まちみ

らい千代田で支援しておりますマンション防災計画の策定、その計画の

中には、当然、自主防災組織の設置というのが必ず入っておりますの

で、この計画をつくったということは、そこのマンションではその自主

防災組織が設立されているということを意味しております。 

 これまでにまちみらい千代田が防災計画の策定を支援したマンション

は、分譲マンションで57棟ありますので、区内全体で約400棟あるうち

の、それなりの比率のものについてはまちみらいのほうで支援をして、

計画及びその自主防災組織がつくられているということでございます。 

 避難所の件につきましては、千代田区内は火災の延焼等の危険が低い
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ということで、地区内残留地区ということで、基本的には自分の家にそ

のまま残っていなさいという地域に指定をされておるんですけれども、

当然、やはり中には少し崩れたりする家もありますし、実際、箱はあっ

てもそこのインフラ、電気が、水道がとまっていたりすると、実際そこ

では暮らせないというような状況になると、避難所のほうに移ってくる

ということになりますので、その状況についてはマンションの方も同様

ということになりますが、ただ、マンションの場合は、やはり一定の大

規模のマンションの場合ですと、マンションの中でいろいろ計画に基づ

いて、防災本部みたいなものを発災時には立ち上げるみたいな、そうい

う計画を持っているマンションもありまして、そういうところはマンシ

ョン内の集会室みたいなところをマンション内の避難所みたいにすると

いう計画のところはありますので、そういうところはそちらをまず優先

的に使うというような差が、マンション以外の方との差は少しあるのか

なというように思っております。 

 あと、最後の質問で、マンション管理組合がどのようなことを課題と

して認識し、どの程度区と問題共有しているのかということでございま

すが、これまで区で行っております調査でも、やはり役員のなり手がい

ないですとか、管理に無関心な居住者が多いというような答えが多くな

っております。これは、千代田区に限らず、東京都のやっている調査な

んかでも、この２項目が答えとしては大きくなってきています。あるい

は居住者の高齢化、そうしたものも、そういったものに引き続いて、や

はり問題として出てきております。また、最近では、それに民泊として

の利用が居住環境を脅かすんじゃないかというような、新たな課題も出

てきております。 

 区との問題意識の共有についてですけれども、まちみらい中心にいろ

いろやっていますマンション連絡会ですとか、マンション・カフェだと

か、そういうところに参加してくれている管理組合とは、そういった場

面でいろいろな意見交換をしておりますけれども、そういったものに出

てこないその他のマンション管理組合との問題意識の共有というのは、

ほとんどできていないというのに近いかなと思っておりますけれども、

マンション管理組合への郵送による情報提供というのは、毎月定期的に

送っているということで、区のさまざまな、いろんな情報、チラシです

とか発行物なんかを、マンションの管理組合を通じて、そこにお住まい

の方に届けたほうがいいと思われるような資料は毎月定期的にまちみら

いのほうで集めて、それを郵送しているというような取組みをしている

と。そういうところでございます。 

 こちらからは以上です。 

湯浅委員  はい。 

 それでは、ただいまのご説明とそのほかの事項につきましてのご質

問、評価に関わるところで――もちろん評価自体はポイントを上げてい
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ただくような形ではなく、評価のご質問、ご意見を踏まえて、その結果

下げるというのはもちろん可能でございますし、ポイントの歩み寄り

や、上げるために目的で変更を入れているわけではございませんので、

厳しい意見は意見として受けとめさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

 では、武藤委員。 

武藤委員  よろしいでしょうか。区と公財まちみらい千代田との関係なんです

が、一応組織は別ですよね。 

松本委員  別団体です。 

武藤委員  ええ。それで、公益財団だから、自律的な動きをしなくちゃいけない

んですが、逆に言うと、区はこのまちみらいに依存しているという状況

かなと。そうすると、区の評価というよりもまちみらいの評価になって

いってしまうんじゃないかというような、そういう印象をまず持って、

評価が低い理由なんですけどね。 

 ただ、中身については非常にいいことをされているという印象を持っ

ています。このまちみらい千代田との、区との関係というのは、どんな

ふうに見ればいいんでしょうか。 

松本委員  まちみらい千代田という財団は、このマンションのことだけをやって

いるわけじゃなくて、そのほかに、産業部門ですとか、協働みたいな活

動とかをやっていますので、ほかの部分、ジャンルでは、かなり自律的

な活動をまちみらいはやっていますけれども、その中の１つであるこの

マンションのことに関しては、それまでばらばらに２カ所で分かれてや

っていたのでどうしても成果が上がらないということで、先ほどご説明

したようにまちみらいのほうに一本化をしておりますので。ですから、

このマンション施策に関して言うと、確かにまちみらいのやっているこ

とを評価するという側面がどうしても強くなりますけれども、当然まち

みらいと千代田区との関係は、当然、別団体ではありますけれども、こ

のマンションについては、頻繁に意見の交換もしながら、実行はまちみ

らい中心にやってもらっているという体制をとっておりますので、これ

はこれで、区の評価でいいのかなというようなことですが。 

武藤委員  そうですか。 

湯浅委員  実際に、区の、退職されたＯＢですとか、あと、今の現役の職員も、

派遣でまちみらい千代田に行ったりして、そちらの事業には深く関わり

合っているところもございますので、ちょっと別団体、財団法人という

形にはなりますけれども、区としてもその辺はしっかりと、情報共有で

すとか、そこの辺りは関与しているというようなところもあるのかなと

いうふうに考えてはいますけれども。はい。 

坂田委員  機動的に相当、行政よりも時宜にかなったというか、迅速に対応でき

るという意味で、相当頑張ってもらっている側面とあって。今、どうな

んだろう、地域の祭りごとというか縁日だとか、そういう支援はやって
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いないのかな。地域活動のさまざまな場面での支援なんかも、従来はや

っていたと思う。今やっているかどうかは後で。そういう側面もある

し。中に入って、まちの中に入って、自分たちもこう、コーディネート

していく役割なんですけれども、行政ではなかなか腰が重い。意思決定

過程も相当ある中で、機敏に対応できているという側面は、今もそこは

変わらずにあるのかなという気もしているんですけど。 

武藤委員  あと、質問なんですが、平均居住年数というのはどのくらいなんです

か、千代田区の住民の。平均居住年数。 

谷本分科会長  マンションとかの住人。住人のですね。 

湯浅委員  数字的なところは、資料のほうがご用意していないところもありま

す。ちょっと今お調べできる範囲でお調べさせていただきたいと。 

武藤委員  そうですか。 

 あと、マンションのうち、分譲と賃貸の割合みたいなものはわかりま

すか。 

湯浅委員  ちょっと確認させてください。すみません。 

武藤委員  分譲の人はね…… 

坂田委員  これが、相当難しいのは、分譲をまた又貸ししているわけですよ。 

武藤委員  そうですね。分譲を又貸しして。それが多いんですよね。 

坂田委員  でも、投資用と言われるやつは、ほとんど、もちろんそうですし。 

武藤委員  そうですね。 

坂田委員  これが、分けがすごく難しくて。 

武藤委員  難しい。確かにね。 

松本委員  居住年数の平均というのは、ちょっと、そういう出し方は世論調査上

出していないんですけど、10年未満の短期居住者、あと10年から29年ま

での中期居住者と30年以上の長期居住者という３分類いたしますと、短

期が51％で、前は少なかったんですけど、それがどんどんどんどん短期

の人が今増えてきています。人口が増える局面というのはどうしてもそ

うなんですけど…… 

武藤委員  そうですね。 

松本委員  一方30年以上の長期というのは26.5％ということで、これ、大分減っ

てしまったんですね。ちょっと前ですと４割を超えていたのが、どんど

んどんどん減ってきているということです。 

武藤委員  うん。 

湯浅委員  ちょっと、今、引き続き数字のほうは割合を確認させていただきます

が、そのほか先に、何か評価に関してのご質問があればお受けさせてい

ただきたいと思いますが。 

 谷本委員。 

谷本分科会長  いいですか。まちみらい千代田のワンストップサービスで、防災の関

係の相談は受けていらっしゃるようなんですけど、ここで、実はマンシ

ョン内の住民自治組織づくりみたいなところのアドバイスだったりとか
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相談とかというのは受けていらっしゃるんですか。 

松本委員  はい。そちらも、管理組合の運営に対するいろんな支援ということ

で、アドバイザーを派遣したりだとか、いろいろなセミナーを開いたり

だとか、あるいはマンション内のコミュニティの醸成に役立つような、

この事業への支援だとか、そういうのもやっていますし、あとは、やは

り防災にも若干絡みますけど、やっぱり建物の維持管理、それは建て替

えまで行かなくても大規模修繕だとかそういうことも含めて、その辺の

意思の合意形成の手順だとか、あと具体的にはどういうふうに見積もり

をとってどうやるだとか、そういったところへの支援なども幅広くやっ

ております。 

谷本分科会長  そうすると、基本的にアプローチしているのは管理組合ですよね。つ

まり、分譲マンションの管理組合だけが今のところターゲットになって

いるということですよね。 

松本委員  そうです。ワンオーナーの賃貸住宅というのは、基本的には所有者で

あるオーナーの責任でやればいい話で、行政として、あるいは財団とし

て支援していくというのは、複数、多数の所有者がいる分譲マンショ

ン、そこでの、なかなか一人一人の思惑だけじゃうまくいかない。この

建物全体としていかにうまく運営していくかというところを支援してい

るという形ですね。 

武藤委員  そうですね。だから、私もマンションに住んでいた経験から言うと、

管理組合があって管理組合がしっかりしていればうまく運営できるんで

すが、又貸ししている人は出てこないし、住んでいる人も出てこないか

ら、そこが難しいところだったなと思いますが。 

 でも、うちのところは規模の小さいマンションだったから、そういう

人も少なかったので。どうしても役員をやりたくないという人がいて、

で、それはしょうがないよというので、皆さん説得して、じゃあ、理事

に年間5,000円を払うことにするかというようなことに決着して。出て

こない人に罰金を取るというから、それは罰金は取れないよと。管理費

が決まっているわけですからね。だから、理事になった人に5,000円と

か出して、納得してもらうみたいなことはやりましたけれどもね。 

湯浅委員  すみません。先ほどの武藤委員からのご質問でございました割合です

が、平成29年の２月に出しました千代田区区民世論調査の中で、住居形

態のアンケートをとっておりまして、その中で100ポイントのうち、分

譲マンションなどが33.8ポイント、賃貸マンションなどが30.2ポイント

となっております。全体を100ポイントとした中で、それぞれが、分譲

マンションが33.8ポイント、賃貸マンションが30.2ポイント、合計で言

いますと64ポイント程度とご報告…… 

武藤委員  そうすると、戸建てが３割ぐらいあるということですか。 

湯浅委員  戸建てが7.7ポイントです。 

武藤委員  戸建ては7.7。そうすると…… 
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湯浅委員  次に高いのが、ビル内の自宅。これが12.6ポイントです。 

谷本分科会長  オーナーが住んでいるということですね。 

湯浅委員  そうですね。 

谷本分科会長  もともとあったところにマンションを建てる。オーナーさんは事業所

みたいな。 

坂田委員  ええ。上にオーナーが住んで、下が事務所みたいな。 

湯浅委員  それ以外ですと、宿舎ですとか寮ですとか、独身寮とか、そういった

ところが、４ポイント未満で並んでいきます。 

武藤委員  はい。ありがとうございました。ほかとはやっぱり、ちょっと数字が

違ってくるでしょうけどね。 

湯浅委員  そうですね、千代田区の地域特性もあろうかと思いますけれども。 

 それでは、評価に関するご質問――出雲委員。 

出雲委員  先ほどお答えいただいたマンション防災計画が、400棟のうち57棟、

支援によりつくられたというご説明をいただいて。これは、あくまで支

援によってつくられたものであって、ほかは支援はされていないけど防

災計画は…… 

松本委員  つくられているところは、それ以外にはあると思いますね。 

出雲委員  多分支援によらず防災計画を策定したマンションは大量にあるので、

事実上、防災計画がないマンションというのはないと考えたほうが…… 

松本委員  いや、そんなことはないですね。 

出雲委員  ある、一定数あるだろうと。 

坂田委員  相当数。相当数ある…… 

大森委員  管理組合を組織できないようなところもありますので。 

坂田委員  ないところは…… 

出雲委員  なるほど。じゃあ、100ぐらいはあるのかなぐらいの見込みでしょう

かね。 

松本委員  もっと多いかもしれないですけど。 

出雲委員  それも超えるぐらいかもしれないということですね。 

松本委員  ええ。 

出雲委員  わかりました。それは、今のところは打つ手がない状態ということな

んでしょうか。 

松本委員  そうですね。 

坂田委員  老朽化したマンションも、建て替え――組合もないし、合意形成の場

がないという。 

出雲委員  ということですよね。 

坂田委員  それで、それをどうするかというのは、今後、もう相当、ここはマン

ション化して相当長いですから、この土地柄。すごい老朽化して、その

ままであるので、どうしようもないと。それを、まず、きちっとあぶり

出さんといかんということが、今、住宅課マターではそういうふうに考

えておりまして。住宅課というと、みんなマンションなんで、マンショ
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ン課みたいなものなんですけども。 

 すごく、要するに、今度はきちっと中古物件であれば、何というんで

すか、マンションの履歴というものを明確にしていこうじゃないかと。

いつだって、いつ本当に長期修繕したり、補修したりということをきち

っとしていかないと、これそのものが危ない建物になってきちゃうんで

すね。だから、そういうことを明確に今後整理して、賃貸も分譲も含め

てやっていこうじゃないかという議論も今やっているんです。最中で

す。カルテをつくっていって、それでそれに応じた指導というものをし

ていくと。組合がないところは、組合をまずつくってくれという指導と

かを、プロを入れながらやっていくとかね。 

 そういうことから入って、で、コミュニティの関係で言えば、そうい

う自分のマンションがどういうものなのかと。うん。災害に耐えられる

のか耐えられないのかも含めて、そういう身の回りというか、一番、こ

う、興味深いところから入っていって、意思疎通を図っていったほう

が。コミュニティって、大上段に構えても、趣味の世界だと、別にほか

の人たちと一緒になればいい。だから、マンションの中で、やっぱり課

題を共有しながら、このマンションをどうしていったらいいのかという

ことをするには、一つの方法としては、防災の観点だったり、建て替え

だったりというところを切り口にやっていくのがいいんだということで

始まっているんでね。最終的には、やっぱりそういうのはみんなデータ

化されて、今後も、中古市場も含めて、きちっと、マンションの履歴と

いうものを行政の側で把握しようと。そうしないと、これは、ビルばっ

かり建ったはいいけども、相当危険なまちになってくるぞという危機感

もあって、そんなことを、今、調査・検討しているところではあるんで

す。 

谷本分科会長  あと、目前の対策で、やっぱり民泊の話がかなり今、問題になってい

ますよね。千代田の立地から考えれば、かなり民泊として使われるケー

スというのも、法律も通っちゃいましたし、使われていく可能性はある

だろうということで、そこはまちみらい千代田でも、そういう講習会と

かセミナーみたいなのって、やっているんですか。まだ、企画はされて

いない。 

松本委員  新しい民泊の法律では、一応、区にも一定の、法律のもとですけれど

も、一定の制限をかけれる権限は与えられているんですが、その制限の

かけ方というのが、これから細かい政令なんかが出てくる、どういう自

由な規制がかけられるのかというのがまだちょっと不明確なんですけれ

ども。１つは、区としてそれを、自治体として、まず一定の規制をかけ

るということと、あと、そこを、じゃあ規制をかけ切れないところは、

まさにマンションの管理規約として、うちのマンションは民泊を認めな

いよと、そういう管理規約をつくると、それが有効になる、どうもそう

いう方向らしいんですね、今までの国の説明を聞いていると。そうする
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と、そういう管理規約をじゃあまとめるかどうかというのは、まさにこ

のまちみらいの役割が大きくなってくるんで、その二本立てでやってい

くような形になると思います。 

 世論調査でも、いろいろ民泊のことを聞いたりしても、オーナーが住

んでいる家主居住型は比較的温かい目で見ているんですけど、やっぱり

家主不在型については、そういう使い道は反対というのが圧倒的な区民

の意見になっていますので。そういう方向でうまく規制ができればいい

なとは思っているんですけれども。 

谷本分科会長  やっぱり個人の財産に関わるので、管理組合の中でも合意形成がちゃ

んと図れるかどうかというのは、かなり懸念されているマンションが多

いので…… 

松本委員  そうですよね。 

谷本分科会長  必ずしも貸さないという方たちばっかりじゃなくて、貸すことを前提

にマンションを買っている方たちもいるので、最近はね。 

松本委員  そうなんですよね。そういう目的でもともと買われている人は、そう

なんですよね。自分が住んでいる人は、そこで意見がまとまると思うん

ですけどね。 

谷本分科会長  だから、むしろそういうサポートが、その辺のサポートが大変になっ

てきますよね。 

坂田委員  そうですね。都心の物件は、みんな利用したいという思いがあるの

で。 

谷本分科会長  特に、オリンピックもありますので、前提で買っているというところ

があるので。 

湯浅委員  それでは、そろそろご報告。その中で、もしポイントが変わるようで

したら、ポイントの変更もあわせてお願いできればと思います。 

 では坂田委員、よろしくお願いします。 

坂田委員  はい。私は、全部３です。 

 コミュニティの問題というか、とりわけこの住まい方がうちの千代田

の場合は、もうマンション85％とか90％ということなので、マンション

住まいなんですね、基本は、住民は。 

 で、マンションって、一方ではやっぱり煩わしさから、人の関係の煩

わしさから、ちょっと一線を画すというところでマンションを好まれる

ことももちろんあるんですけれども、そういう意味で、そういう人たち

がお互いに何とか関係を築こうよというのは、実は相当難しい話。ほん

とね。 

 ただ、そういう居住形態の中でも、やっぱり災害の問題だったり、あ

るいは福祉の問題。特に高齢化が相当進んでいますので、見守りみたい

なところでは、一定の自分の生活というのを外に向かっても出していっ

ていただかないと、見守りもできない。難しいんですけれども、その中

で、そのために防災だとか、あるいはそのような、趣味のことだとかと
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いうことを切り口に、今、マンション内のコミュニティというものを進

めてきていると。 

 とりわけマンション内の住民同士相互が顔を知っているという関係で

ないと、地域とのつながりもなかなかできないというところもあって、

その第一段階としてマンション内を何とかしたいという思いです。あ、

これ、俺がやっているわけじゃないな。 

 主な取組み、今、本当に試行錯誤していると思うんです。そういう中

で、いろんな切り口から取り組んでいるんで、今後どうなるか、その成

果が出るのかというところで、３という、今後に期待しています。 

 で、指標についても、ボランティア活動――マンションの居住者の

方々、あんまり地域との関わりというのはないんですが、そういう意味

では少しずつ増やしていこうよということなので、こういう指標も、今

のところおおむね適正かなというふうには思っています。 

 あとは、町会からの刺激というのかな、今後の方針としては、町会と

地域と、マンションの管理組合との親交を深める、そういった方策を少

しずつやっていかなきゃいけないんだろうなというふうに思っていま

す。これからさまざまなことをやっていただいて、ぜひ、地域を活性化

していかないと。 

湯浅委員  では、大森委員、お願いします。 

大森委員  はい。主な取組みとしては、ここに書かれているようにワンストップ

サービスの支援やコミュニティの場の創出だとか、マンションに対する

総合的な取組みをやられているので、４をつけました。 

 指標は、場の創出によって、２段目のほうの指標ですけども、参加者

数は格段に上がっているんですけども、それも参加者数だけじゃなく

て、その参加した人たちが、この場が役に立ったとかよかったという、

満足度的な指標がとれたら、よりいいのかなというふうに思います。 

 あと、今後の方針としては、既存の地域コミュニティとマンション

で、どう課題を共有していくかなとは思うんですけども、レベル感が同

じになって、一緒に何か物事に取り組めれば、すごく絆も深まって、い

いとは思うんです。なかなか、難しいとは思うんですけども、誰もが文

句なしで協力し合えるのは、やはり防災や安全、そういった切り口だと

思うので、引き続きそういった観点を中心に、マンション内もそうです

けれども、既存の地域とも連携を強化していけたらいいと思います。 

湯浅委員  ありがとうございます。 

 それでは、続いて出雲委員からよろしいですか。 

出雲委員  はい。ありがとうございます。私、いずれも３にしていたんですけ

ど、主な取組みを４にしたいと思います。 

 資料をいただいたとき、まちみらい千代田の取組みなので、直接区役

所の取組みとして捉えていいかというのは、ちょっと迷うところがあっ

たので、ちょっと無難に３にするみたいな感じにやっちゃったんですけ
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れども、お聞きしていると、まちみらい千代田の活動が成果を上げてい

るというのはわかりました。 

 以前の評価でこのマンションについても取り上げられたことがあった

ときに、基本的には放置されていた状態だったかと思ったんですけど、

３、４年の間に進展しているというようなことが確認することができま

した。また、そのまちみらい千代田のやり方が、どっちかというと、住

民の自発的な活動を促していくというふうな手法を用いていらっしゃ

る、このようなこともいいのではないか。また、マンションの人は、自

分が投資する時間よりもその活動に価値があるというようなことを思わ

なければ、参加は基本的にはしない。義務的な参加というのは基本的に

はしないということなので、そういったノウハウは、まちみらい千代田

のほうがあるのかなというふうな感じで思って、ちょっと修正をさせて

いただきました。 

 指標については、これらのマンション・カフェというふうなものが成

果を上げたわけなんですけれども、もっと伸びていくといいなとは思っ

たんですが、ただマンション住民の数からすると、300人でもちょっと

少ないでしょうから…… 

松本委員  そうなんですよね。 

出雲委員  36年の目標にとらわれず、やっぱり高めていくというようなことが求

められるのかなと。 

 あと、このマンション住民がボランティアに参加するのを倍増させる

というのは多分難しいと思うので、頑張っていただけたらという感じで

３です。 

 自主防災組織についても、ご説明をいただいて理解をすることができ

ました。ただ、総数としては、やはりちょっと少なめだということで、

ちょっと３のままということにしたいと思います。 

 以上です。 

湯浅委員  ありがとうございます。 

 続いて武藤委員、お願いします。 

武藤委員  はい。私も、まちみらい千代田との関係で低い点数にしたんですが、

内容的にはマンションの多いこの地域でいろんな活動をやっているの

で、４にしたいと思います。まちみらい千代田と一体となってやってい

ることについて、これはもう千代田区の政策として見ていいだろうとい

うふうに思います。 

 それで、指標のほうは、ちょっとやっぱり、もう少し工夫が必要なの

で２のままにしておいて、１のほうは、こう、初期値より下がっている

し、それから指標の２のほうは10倍にも上がっているというので、やっ

ぱり、もう目標値達成に近づいているわけですから、ちょっと指標の、

例えばこの協議会をどのくらい回数を増やすかなんていうことで、人数

は、がーっと増やすことは可能なので…… 
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松本委員  そうですね。 

武藤委員  指標としては、むしろ先ほどご指摘のあった参加者の満足度みたいな

アンケートを出して、で、そこで回収数がどのくらいで、「満足した」

とか「ほぼ満足した」みたいなのがどのくらいあるかぐらい、そういう

ほうがいいかもしれないというふうに思っています。 

 それから、今後の方針については、先ほどいろいろと老朽化したマン

ションもあるということのようですが、私が知っているのは飯田橋・麹

町地区なので、比較的、問題がないのかなというような…… 

坂田委員  あそこら辺は更新されていますよね。 

武藤委員  気がしていて…… 

坂田委員  神田のほうですね。 

武藤委員  そう、神田地区でしょうね、古いのは。だから、今後の方針のところ

も３に上げていいかなというふうに思っています。そんなところで合計

点が９点になります。Ｃは変わらない。  

湯浅委員  では、谷本委員、お願いします。 

谷本分科会長  主な取組みを３にしましたのは、さっき管理組合の話と、いわゆる分

譲マンションの話と賃貸の方というお話があったんですけど、分譲マン

ションに対する取組みというのはしっかりおやりになっているんだなと

いうのは、ここ見えてくるんですが、やはりここで言っているマンショ

ン内コミュニティの醸成といったときに、つまり賃貸に住んでいらっし

ゃる、いわゆるマンション居住者をどうするのかというお題について

は、ちょっとまだ、具体的な策、カフェなんかをやられたような取組み

は書かれているんですが、これもまちみらい千代田を通じてですので、

分譲型のマンションのところにアプローチをされているというところも

ありますので、できましたら居住者、マンション居住者に対する施策が

もうちょっと取組みとして見えてきたらよかったのになというところが

あって、ちょっと、３という数字です。 

 指標の２につきましては、「町会や地域の活動に参加したことがある

居住者の割合」ということで、なかなかこれが上がってこないというと

ころもあると思うんですけど、区の調査を見ますと、先ほど来マンショ

ン住民というのは、あまり隣近所とかの付き合いをそもそもしたくない

とおっしゃっていた割には、隣近所と挨拶程度の付き合いはあるという

数字が、割かし高い数字で入っていたように見ましたので、地域の活動

まで参加という、ハードルを高くせず、少なくとも隣近所で顔見知りの

関係性ができているというところを、６割、７割、もっと上げていくと

いうところを目標設定にされてもいいんじゃないかなというか。あまり

こう、参加するというところに関わると、ちょっとハードルが高くて、

そこで１％、２％上げるより、ぼんと大きな数字で、とにかく顔見知り

の関係が広がっているよというほうが、あ、マンションに住んでいても

一応隣近所の付き合いって大事なのねという理解が深まるのかなという
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ふうに思いまして、そこのところと。もう一個の協議する会合への参加

者数は、ちょっと当初の数字が少ないのかなというところもありました

ので、指標が低くなっています。 

 今後の方針は、最初に申し上げた取組みのところとも共通するんです

けれども、やはり管理組合を通じてというのですと、修繕の話だったり

とか、さっきの民泊の話だったりとか、いろんなアプローチの仕方が少

し見えてきていると思うので、そこは取組みが、この中を見ていっても

引き続いていくのかなと思うんですが、やはり居住者の方たちが問題・

関心を共有できるような投げかけというんでしょうかね、そこがやっぱ

り必要なんだろうと。 

 そして、まさに防災への意識啓発というよりは、もう発災したときに

あなたの住まいはどうなりますよという、ある種ちょっと危機感を少し

煽るぐらいの話でいかないと、居住者の方たちがそこで隣近所と、ある

いは地域との関わりが大事なんだというところが見えてこないと思いま

すし、それから、町内会、自治会との関わりというのは、もちろんマン

ションごとに入るという考え方も１つなんですが、これ、町会・自治会

のほうにも確かにアプローチが必要で、マンション居住者の方が個人で

町会・自治会に加入することも可能になるような仕組みづくりという

か、そういう働きかけを一方でもおやりになられたほうが、マンション

居住者ばっかりに働きかけをしても、地域とのつながりというのはなか

なかつくりづらいと思いますので、少しそちらとも含めた取組みが必要

なのかなと思います。 

 ただ、マンション内のコミュニティというのが先なので、要はその辺

を、優先順位はそんなに高くないと思いますけれども、そういった働き

かけをされてはいかがでしょうかということです。 

 以上です。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 皆様のご意見などを踏まえて、また確認したいようなご質問もしくは

ご意見ございましたらお願いいたします。 

湯浅委員  特段ないようでしたら、評価ポイントの確定をさせていただきたいと

思います。採点係、お願いします、確認。 

 評価ポイントと評価は大丈夫ですか。 

谷本分科会長  よろしいですか。 

湯浅委員  では、分科会長、すみません、最後のまとめをお願いいたします。 

谷本分科会長  はい。私が低い点をつけたのもかなりあると思いますが、Ｃという結

果で大変申し訳ないんですけれども、あえてということでご了承いただ

ければと。よろしいでしょうかね、Ｃという評価にしました。 

 今幾つか委員の皆さんからもご指摘ありましたように、マンション居

住者の方たちというところの視点と、分譲の方たちというところ、少し

こう、整理をしていただけるといいかなというふうに思っておりますの
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で、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 

４ その他 

 

湯浅委員  以上で施策の目標、全て終了となりますけれども、何か全体でご意見

ございましたらお願いしたいと思いますが。よろしいですか。 

 （「なし」の声あり） 

湯浅委員  分科会長もよろしいですか、最後。 

谷本分科会長  進め方とかって、よろしいですか。今日の感じで大丈夫ですか。 

 （「はい」の声あり） 

谷本分科会長  はい。特に。 

湯浅委員  はい。 

出雲委員  お二人いらっしゃるときとお一人のときでは、いまいち何が違うのか

わかっていなかったんですけど。 

湯浅委員  主な取組みの中で、部をまたがるものがございまして…… 

出雲委員  それがいらっしゃっているわけですね。 

湯浅委員  はい。この所属部の括弧のところに関連部とありまして、これが２つ

入っているものは、その関連している部が…… 

出雲委員  なるほど。２ついらっしゃっていると。 

湯浅委員  はい、部長が出ております。ですので、本日ですと、９番と４番が括

弧書きで環境まちづくり部と入っておりますので。 

出雲委員  なるほど。で、それが何なのかはわからないと。説明したものが担当

なんだろうという感じですね。 

湯浅委員  そうですね。基本的には、この括弧書きでないほうが主管部としての

評価をしています。ですので、その部分の中で、ちょっとわからないよ

うなことはその括弧書きの部が補足しています。ですので、右下のとこ

ろが、評価者は１人、主管部がやっているというような形をとっていま

すので…… 

出雲委員  わかりました。 

湯浅委員  説明自体も基本は主管部が説明で、補足があれば関連部がするという

流れとなっております。 

 そのほか、よろしいでしょうか。 

武藤委員  はい。松本部長の、みんなからこう、いろいろ言われることについて

はどうでしょうか。よかったでしょうか。 

松本委員  ごもっともなご指摘が大変多かったと思いますけれども、一部はなか

なか実現できないかなと今のところ思っているところも若干ありました

けれども、できるものはすぐ実行したいと思いますし、あるいは、そう

はいかなくても、十分検討して、今後の施策の方向に十分、考える上で
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検討しなきゃいけない課題だなと思った指摘が大部分でしたので、大

変、今日はありがたかったかなと。 

湯浅委員  よろしいでしょうか。 

武藤委員  はい。 

湯浅委員  はい。今日、幾つかご質問の中でもございましたけれども、分科会長

の谷本委員のほうから、全体会の中で少しご意見いただきまして、数字

ですとか細かい部分の質問に関しましては、事前に事務局のほうまでご

質問いただき、回答案をつくらせていただくような形で対応させていた

だきたいというようなことをアナウンスさせていただきました。 

今後、効率的に分科会を進めさせていただくために、そのほかのご質

問についても、可能であれば事前にいただいておきたいと思っておりま

して、メールで開催案内をご案内させていただいております。 

もしご質問があれば、そちらのメールの返信をもって、書式は特に構

いませんので、今日こういった形で事前質問票をつくらせていただきま

したが、内容自体は箇条書きでも結構ですし、質問票の内容でもお送り

させていただきます。 

事前に質問をいただけますと、分科会の進行をより円滑にできますの

で、メールで改めてご案内をさせていただいているところではございま

すけれども、引き続きご協力をお願いしたいと思っております。 

 本日、前半にもご説明させていただきましたけれども、今回の評価い

ただきましたこちらの分科会としての内容、また議事録を、今日ご意見

いただきましたご意見につきまして議事録を作成させていただきます。 

またこの議事録の作成、公表用のご意見と評価結果を取りまとめてご

送付させていただきますので、内容の確認をお願いしたいと思います。 

ご確認いただきましたものが分科会としての公表用の評価結果となり

ますので、それをもって第２回の全体会にかけ、確定という形をとらせ

ていただきたいと思います。 

 今のご説明に、何かご質問ございますか。よろしいでしょうか。 

坂田委員  第２回の分科会は…… 

湯浅委員  第２回の分科会は７月３日の月曜日の午後１時30分から５施策を予定

しており、地域振興分科会はこれで終了です。 

湯浅委員  では、よろしいでしょうか。 

 （「はい」の声あり） 

湯浅委員  はい。以上で全て終了となります。本日はありがとうございました。 

 


